
第4回「福祉用具における保険給付の在り方に関する  

一 議幸次第 一  

日時：平成21年8月7日（金）  

10：00－12二00  

場所：航空会館701、702会議室  

1．福祉用具サービスの利用実態及び有効性等に関する   

調査の実施について  

2．その他   



資 料－  

福祉用具に関するこれまでの議論及び今後の進め  

方（案）  

介護保険における福祉用具サービスの利用実態及  

び有効性に関する調査研究事業の実施について  

種目別のサービス提供実態調査（ケーススタディ）  資料3－1  

種目別のサービス提供実態調査（アンケート）  資料3－2  

利用効果に関する定点観測調査  資料4－1  

利用効果に関する満足度調査   資料4－2  



参 考 資 料  

考資料1  福祉用具の満足度評価スケールの開発  

－qUEST簡易版－  

考資料2  国保連合会介護給付適正化システムの改修におけ  

る福祉用具の介護給付の適正化の推進について  

（平成21年6月17日付事務連絡）   



…福祉用具に関するこれまでの議論及び今後の進め方（案）   



（参考）（第58回介護給付糞分科会（平成20年11月14日）資料3－2抜粋）  

○ 福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会の設置   

福祉用具の報酬の在り方等について、社会保障審議会介護給付費分科会において審議を行うた   
めの論点の整理及び技術的な事項の検討を行うことを目的とする。  

○ 検討状況   

・第1回：平成19年9月3日  

福祉用具の保険給付の在り方に関する課題の整理・明確化とその改善のための論点に  

ついて   

・第2回：平成19年10月22日  

福祉用具の保険給付の在り方に関する改善のための論点について   

・第3回：平成19年11月22日  
これまでの論点整理について   



○ 論点1（価格差ではなく、記入ミスや不正請求と推測される外れ値が存在しているではないか）  

○論点2（利用者は適切な情報を得た上で選択を行っているか、市場原理が働いていないのではな   
いか）について  

「当面の課題に対する論点整理（案）」（以下、「論点整理という。」）として提示の上議論頂き、獲ね会  
意が得られたところである。  

○ 論点整理に基づく主な議論の状況  

1．福祉用具の情報提供に関する事項   
①いわゆる「外れ値」への対応について   

・外れ値が存在していることは不適切。何らかの対応が必要。   

・都道府県等が事業者に対して適切な意見を述べる等の指導等を行い、適正化を図るべき。   

・要因等を保険者等が把握すれば良いのではないか。   

・都道府県等は国保連合会介護給付適正化システム等を活用し、外れ値の実態と要因を調査し、公表すべき。   

・公表する場合、利用者やケアマネジャーへ情報が提供できる仕組みが必要。  

②情報提供の方法について  

・利用者の選択には、価格、機能、サービス内容の情報が提供される必要がある。  

・利用者が判断することを基本とすべき。  

・国保連合会介護給付適正化システムを活用し、事業所毎の貸与価格等を利用者等へ通知する等の情報提供   

システムの構築が必要。  

・利用者等が、当該価格が都道府県内等との比較が出来ることが必要。  

・ケアマネジャー等には、福祉用具の貸与価格について理解し、利用者にその情報が効果的に活用させるよう、   

援助する役割が重要。   



○ 論点3（平均貸与期間が平均回収期間を超えて貸与される福祉用異種目は、貸与という給付方  
式に馴染まないのではないか）について   

「当面の課題に対する論点整理（案）」として提示の上議論頂いたが、基本的な方向性等につい  

約が難しい状況である。そのため、今後とも調査研究の上、議論  てさまざまな議論を頂き、蓋  
ることが必  である。  

○ 論点整理に基づく主な議論の状況  

2．サービスの適正化t効率化に関する事項  

②給付方法の適正化について   

一貸与種目には、メンテナンスの必要性が低く販売価格も低いものが含まれているため、必要以上の給付責が  
責やされているのではないか。   

■軽度者からの利用が多く、結果的に長期間の利用となるものや、選定がきちんと行われたもの、比較的安価  
なものは貸与から販売としてはいいのではないか。   

【主な議論】   

→ 歩行補助つえ、歩行器、手すりなどは購入種目へ移行してよいのではないか。  

う 加齢に伴う心身の状態に応じたサービスを提供する介護保険制度の原則に則り貸与を基本としている制  

度の根本論について検討が必要。   

→ 身体状況の変化への対応、安全性の確保のため、貸与方式を維持すべき。   
→ 見直すのであれば、販売価格と貸与価格の実態を把握し、その上で対応を行うべき。   
→ 安価なものは販売ではなく、貸与、販売種目の選択制にできるようにすべき。  

・販売においても、適切な選定、試用、メンテナンス等の体制を担保するとともに、責任の所在を明確化すべき。  

・販売においても、利用者の不注意な使用や、保守点検の不備による事故の発生を防ぐため、安全性を担保す   
る必要があるのではないか。  

・貸与種目から販売種目へとする場合には、一定の経過措置期間の設定が必要ではないか。   



○ 論点4（現に貸与に要した責用の中に不明瞭なコストが存在しているのではないか、提供する  
サービスに対する価格は適切かどうか、人的サービス、物的サービス両方を分ける必要があるの  
ではないか、サービスの質の内容は確保されているか）について  

「当面の課題に対する論点整理（案）」としてアセスメント、モニタノング等の一部につき議論頂いた  
が、具体的な手法については、合意が得 られておらず、検討が必要な状況。また、医療サービス、施  

設等の関係機関との連携や、福祉用具専門相談員等の質の向上等、関連する問題も多いことから、  
今後とも調査研究の上、検討を行うことが必要。  

○ 論点整理に基づく主な議論の状況  

2．サービスの適正化・効率化に関する事項  

①サービスの質の向上について   

・導入時のアセスメント、利用者の状態像を考慮したマネジメントが必要   

・貸与事業者は、居宅サービス計画を踏まえたサービスの実施、定期的な使用状況の確認が必要。   
【主な議論】  

→居宅サービス計画の目標を踏まえ、連携すれば良いのではないか。  

→福祉用具貸与でもPDCAが行えるよう、個別サービス計画が必要ではないか。   

・モニタノングを活用し、正しい利用や安全性を確保すべき。   
・福祉用具専門相談員のモニタノングの際のチェック基準を明確化すべき。   
・メーカーもチェック基準を公表し、当該基準をメーカーヘフィードバックする等の対応が必要。   

・福祉用具の提供には、ケアマネジメントとともに、OT・PT等の専門職との連携、更生相談所等のバックアッ  

プシステムを利用してはどうか。  

○論点5（利用者の状態像の予後に応じた給付が行われていないのではないか）等について   

様々な議論を頂いているが、具体的な対応方針等については議論出来ていないところ。今後と   
も調査研究の上、議論を継続していくことが必要。   



介護保険における福祉用具サービスの利用実態及び  

有効性に関する調査研究事業の実施について  

1．調査の背景と目的   

介護保険における福祉用具サービスの在り方については、利用者の状態像に応じた  

サービス提供の状況、メンテナンスに係る実態把握、有効性等について早急に調査研  

究を行い、「福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会」において、議論・検   

討されることとなっている。   

額祉用具サービスの実態把握を目的とした調査については、関係団体等において、  

サービスを提供する側、サービスを利用する側、それぞれ個別の視点に立った研究が  

複数行われており、福祉用具の利用効果に関する研究についても事例の収集等が行わ  

れている。しかし、これまでの先行研究では、福祉用具サービス提供の実態とその効  

果・検証までを総合的に位置付けた評価研究は行われていない。   

こうした状況を踏まえ、これまで十分に把握されていなかった、種目別導入プロセ  

スにおける作業内容の詳細について把握■分析するとともに、利用者の状態（生活機  

能・自立度）や意向の変化に応じた福祉用具サービスの有効性について評価すること  

を目的として、テクノエイド協会が老人保健健康増進事業における調査研究として実  

施するものである。   

また、本調査研究により得られた詳細なデータ及び評価結果については、「福祉用  

具における保険給付の在り方に関する検討会」等に報告するものとし、保険給付の在   
り方を議論・ 

検討するための基礎的資料に役立たせるものとする。  

2．実施フロー  

調査企画の検討  

実態調査等の実施  
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する評価分析  
萱   

（2）利用壱満足度調査  

報告書の作成   



3．調査検討ワーキングの設置   

本調査研究を効果的に実施するためには、福祉用具サービスの現場の状況に即した   

実際的な調査を行う必要があり、調査手法についての検討や調査結果の評価等、技術   

的な支援を得ることを目的として、有識者や関係者等からなる調査検討ワーキングを   

設置することとする。  

調査検討ワーキング 委員名簿  

（敬称略・五十音順）  

氏 名   所  属   

石田 光広  稲城市福祉部長   

井塚 裕一  株式会社新和メディカル代表甘又締役   

井上 剛伸  国立障害者リハビリテーションセンター研究所福祉機器開発部長   

加島  守  高齢者生活福祉研究所代表   

柏木多佳史  フランスベッド株式会社営業推進部副部長   

久留 善武  社団法人シルバーサービス振興会企画部長   

高橋 宗重  株式会社サカイ・ヘルスケアー営業推進室長   

乗畠 弘子  福祉ジャーナリスト   

肥後 一也  株式会社カクイックスウィング鹿児島営業所所長   

山下 一平  株式会社ヤマシタコーポレーション代表取締役   

山田 健司  京都女子大学家政学部生活福祉学科准教授   

渡追 慎一  横浜市総合リハビリテーションセンター理学・作業療法課課長   

4．実施スケジュール  

内 容 等   7月から9月  10月から12月  1月から3月   

調査検討WG   ★   ★   ★   

調査手法の検討  

調査フィールドの検討  

調査コーディネイト、支援協力   ■  －■  ■  ■■lll  ■  －  － ■ト   

調査結果の評価  

種目別サービス提供の実態把握  

1）ケーススタディ調査  

2）アンケート調査  

利用効果に関する評価分析  

1）定点観測調査  

2）利用者満足度調査  



これまでに実施された福祉用具サービスの実態に関する調査研究の概要  

1．これまでに実施された調査研究の対象範囲   

これまでに実施された主な調査研究としては、次の6つの調査研究が挙げられる。   

6つの調査研究の対象としている範囲を図示すると以下のとおりであり、福祉用具サ  

ービスの実態について、事業所側・利用者側の双方から一通りの把握がなされてきた。  

福祉用具貸与事某所が提供するサービス  
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2．これまでに実施された調査研究で把握出来ていない福祉用具サービスの実  

態   

1．の調査結果では、福祉用具サービスの実態を－一一通り網羅して把握されているが、  

以下の課題について把握できていない。  

・福祉用具種類別のサービス提供実態  

・福祉用具の長期的な利用に伴う利用者の状態像・満足度等の変化に対応したサービス   

（用具の変更・調整など）の効果   



資料3－1  

種目別のサービス提供実態調査（ケーススタディ）  

1．調査の目的   

先行研究（「福祉用具貸与価格の情報提供システムに関する調査研究事業（平成21年ニi  

月 （社）シルバーサービス振興会）」等）によって福祉用具サービスで実施されている業  

務に要している時間等については、ある程度定量的に把握されてきた。   

しかし、福祉用具サービスを提供する際に福祉用具貸与・販売事業所が実施している具  

体的な作業内容については把握できておらず、福祉用具サービスの有効惟・必要性につい  

て議論する際に必要となる、サービス実態についての共通認識が得られていない。   

そこで、本調査では、福祉用具サーービスの有効性・必要性を議論するための基礎資料と  

して、福祉用具サービスで実施されている作業内容の詳細を把握する。  

2．調査の概要  

（1）調査の内容  

1）ヒアリング調査   

福祉用具種類毎のサービスで実施されている具体的な作業内容の詳細について把握する  

ため、福祉用具貸与事業所を対象としたヒアリング調査を実施する。  

2）映像記録の分析   

福祉用具種類毎のサービスで実施されている具体的な作業内容のうち、把握すべき詳細  

な作業内容の選定を行った上で、作業場面を撮影し、映像記録を分析することにより、詳  

細なサービス内容やサービス提供の実態を把握する。  

（2）調査項目（案）一   

事前ヒアリングによって福祉用具サービスで実施する作業内容は別紙の通り。これらの  

作業内容のうち、その実態が明らかではなく可視化する必要性が高いと考えられる以下の  

作業内容を選定し、調査の対象とする。なお、作業内容の撮影については、以下の作業だ  

けを撮影することは困難であるため、以下の作業を含む業務を広く撮影し、事務局におい  

て各作業内容を編集・抽出して評価を行うこ ととする。   

＞ アセスメントの作業状況・実施頻度   

＞ 搬入・設置、搬出の作業状況・実施頻度  

1第1回WGにおいて「サービス担当者会議における福祉用具貸与事業所の役割」につい  
ても撮影してはどうかとの意見を頂いた。しかし、サービス担当者会議については、福祉  
用具貸与事業所だけでなく、居宅介護支援事業所等の協力を得る必要があるなど、実施上  

困難があるため、今回については利用者に直接提供されるサービスに限定して撮影をする〔つ   



＞ 利用指導・適合調整の作業状況・実施頻度  

＞ フォロー・モニタリングの作業状況・実施頻度 …・等  

（3）調査実施の流れ   

本調査では、まず「①福祉用具種類毎のサービスで実施されている作業内容の洗い出し」  

を行い、把握すべき詳細な作業内容の選定を行った上で、「②サービス内容詳細把握（映像  

記録分析とヒアリング）」を行う。   

なお、把握すべき詳細な作業内容の選定及び映像記録分析に際しては、ワーキンググル  

ープの助言を得ながら検討を行う。  

①事前ヒアリング：福祉用具種類毎のサービスで実施されている作業内容の洗い出し  

ヒアリング調査対象事業所の選定  

福祉用具種類毎の作業項目の洗い出し   



（4）調査の対象及び選定方法  

1）事前ヒアリング調査   

福祉用具サービスで実施されている具体的な作業内容を洗い汁けため、過去の調査研究  

等で協力を得られた事業一者の中から5事業者を選定し、ヒアリング調査を行う。  

2）サービス内容詳細把握調査   

調査の対象は、平成20年度に（社）シルバーサービス振興会が実施した「福祉用具貸与  

価格の情報提供システムに関する調査研究事業」の結果を基に平均的な事業所を選定する。  

また、選定に際しては、（財）テクノエイド協会における過去の調査実績等から協力が得ら  

れる事業所を優先的に選定する。2   

調査対象とする福祉用具貸与・販売事業所は4事業所とし、事業所（または事業者）の  

規模毎に1事業所とする。調査の対象とする事例は各事業所が扱う福祉用具の種類毎に1  

ケースを対象として実施する。従って、最大では4事業所×福祉用具17種類×1ケース＝  

68事例の各作業内容について把握H来る。3  

（5）調査期間及び調査周期   

調査期間は、平成21年f）月～11月の：うケ月間とする（調査対象とする福祉用具貸与・  

販売事業所では概ね：うケ月の間には最低1回のモニタリングが実施されると想定し、調査  

対象が提供している全ての福祉川具に係るサ←ビスについて捕捉が期待出来る4）。  

（6）調査の方法（サービス内容詳細把握）   

調査は、調査対象とする福祉用具貸与・販売事業所の職員の協力を得て、職員自ら業務  

内容を撮影する方法で実施する。撮影方法等の技術的な方法については、テクノエイド協  

会が事業所に対しあらかじめ講習を行うlつ また、撮影する業務内容の概要及び概ねの実施  

頻度については、あらかじめ事業所からヒアリングを行って、テクノエイド協会において  

把握しておく。  

2平成20年度に（社）シルバーサービス振興会が実施した「福祉用具貸与価格の情報提供シ  

ステムに関する調査研究事業」の結果によれば、全国の福祉用具貸与事業所においてサー  

ビス提供体制及び実施内容が偏った事業所が非常に少ないことが分かっており、ある程度  

悉意的に選定しても極端な結果にはならないと期待出来る。  

3第1回WGでは「新規利用者」と「継続利用者」で手間が異なることから両者を把握す  

べきとの意見があったが、本調査では「福祉用具種類別の作業状況を口丁視化すること」を  

優先すること、経費面・事業所の負担面で困難があることから「新規」「継続」の別につい  

ては特に明示的に把握はしない方針とする。  

4新規利用者にのみ提供されるサービス内容（例えば、相談業務等）については、調査期間  

中に新規利用がない福祉用具については捕捉が難しい。  

3   



利用者  

3．評価の方法と結果の分析   

記録された映像については、事務局において個人情報の秘匿処理等（利用者、家族、福  

祉用具貸与・販売事業所職員が特定出来る情報のモザイク処理等）を行う。   

秘匿処理を終えた映像について、福祉用具種類別にヒアリング結果から得た作業内容の  

解説等を付与し、WGに提示する。WGにおいては、ヒアリング結果と映像によって可視化さ  

れた作業内容について確認・議論を行い 、福祉用具サービスで実施されている福祉用具種  

類別の各作業内容の妥当性等についての共通認識を得る。  

以上   



【福祉用具貸与／販売サービスで実施している作業内容‥作業の対象】  資料3－1別紙  

においては、相談会議への訪問・出席の場合も多い。   

受付時に福祉用兵事門相談員によって、介護保険制度の説明と同時に、弊社のサービス内容・特長を説明する。また介 
険制度内のサービスとそれ以外に提供できるサービス内容を説明する。   
利用者が別のサービスを希望されている場合においては、適切な事業所を紹介する。   

資料、道具、設備＝・車両、自社のカタログなど。   

ケアプランの提供を受け、福祉用具の利用について検討するn   

3、相談受付表などの書類  



【福祉用具貸与／販売サービスで実施している作業内容：作業の対象】  

概ねの所事時Ⅶ書記入して下さい   

門員からケアプランや利用者の情報   
況、住環境など）などの情報の有無  

体を把握（図面・計測・撮影等）し、福祉用具を使用を想定した場合の環境整備プランの原案作り。  

ビス内容を確認して、福祉用具プランとの整合性を図る。   

計画暮を作成する。  



【福祉用具貸与／販売サービスで実施している作業内容：作業の対象】  

概ねの所零時Ⅶを記入して下さい   

他のサービス事業者  

商品管理担当者は福祉用具専門相談員の連絡を受け福祉用具を手配（発注や在庫確保）する 

●利用者・家族  

契約暮規の作成  ○  

●利用者・家族  ●担当する福祉用具専門相談員が、契約書、契約書別紙（商品及び料金明細記敲）の内容を利用者及び利用者家族等に説   
契約書の内容説明  明する。  ●10～20分  

わし  

契  
約  

●利用者・家族  ●担当する福祉用具専門相談貞が、重要事項説明書の内容を利用者及び利用者家族等に説明するけ  ●契約変更時は不要 
○  ●営業時間やアフターサービス・苦情窓口等の説明と署名。また緊急時の対応策として、主治医・利用者・家族の緊急時の   

重要事項の説明  
●20～30分  

連絡先を聴取、記入頂き、最後に署名（2部）をお願いする ●対になる作業…契約暮の内容説明・契約の取リ  
交わし  

●利用者・家族  ●担当する福祉用具専門相談員が商品納品・契約変更時に、利用者及び利用者家族に契約書の内容を説明し7承いただ  
○  いた後、契約書を2適作成し押印いただ〈。1通は客先控えとし、もう1通を当社控えとする。  ●ご利用者の判断能力等に問題がある場合  

●対になる作業・‥重要事項の説明  ●5～10分程度  



【福祉用具貸与／販売サービスで実施している作業内容＝作業の対象】  

によって調整が困難。  

ったら、介護支援零門真に報告する。  

た福祉用具にキスーや破損などが起こらないよう、配慮しながら輸送。  

●福祉用具専門相談員が利用者、家族に対して搬入ルートの確認。  
●家財保護の為、ベッド／くット等による壬生実施。（搬入商品ごとに異なる）   

リフトなど大きい商品である時に養生が必  
が多いが、小物等の場合は不要。   

には、事前に連絡を設置箇所にスヘ’一入を聞けて頂くよう、利用軒家族に依軌   利用者宅の居室の大きさなど  

、により、作業の手間が変動。  
により、作業の手間が変動。  

●退院前、利用者不在時の納品の場合、本人退院時  



【福祉用具貸与／販売サービスで実施している作業内容二作業の対象】  

●福祉用具専門相談員が利用者の身体状況やニーズに合わせて、福祉用具の適合、調整を行なう。   

●事前に病院、施設で調整しても、在宅での使用の  
場合、調整変更する可能性あリL  

●【福祉用具の組立■設置】【福祉用具の取り扱い説  
明・取り扱い説明書の交付】【納品後の使用状況確  

用を求め、使い方を指導。   
介助者が複数（ヘルハー、丁イ、ンヨート等）である場合、それぞれの介助者への取り扱い説明を実施。  

用確認、使い方指導、動作確認と一体で対応  

福祉用具専門相談員より、利用者・家族に納入後10日以内で希望訪問日を確認し、日程調整。介護支援等門見や他の  
護サービス事業者の同行が必要な場合も同様に日程調整を行う。   

納品時に日程を決めてしまう場合もある。  

帰社後、使用状況、適合状況を介護支は専門員にモニタリング報告iにて報告する（ファックス）。  

事業所によっては基本は  

帰社後、使用状況、適合状況を介護支援専門員にモニタリング報告書にて報告する（ファックス）。  



【福祉用具貸与／販売サービスで実施している作業内容：作業の対象】  

概ねの所壬時間を記入して下さい   



【福祉用具貸与／販売サービスで実施している作業内容作業の対象】  

サービス プロセス  作豪工程   福祉用1  血書   1体的な作業内容を記入して下さい   作業の手¶の蜜畿事欄を正人して下さい  

賑兼の増  作賽の対象を記入して下さい  （実施しなくてすむ疇台の条件書）   ■考  
合にも実施  概ねの所畢時Ⅶを記入して下さい  
しているエ  

程   各作業工程について、通★、誰がどのように行うかを記入してください。そのエ種を行うために必芋な実科、道具、役儀などあれば、併せてモ入してください。  他の作業工程と一体に行うことが多ければ、対になる作手工程名も 記入して下さい   

事業所もあり 搬出日の日程調整  
ユ 

●利用者・家族  ●不足品が生じた場合、破損があった場合は家族に  
福祉用具の点検（物   ●介護支援専門員  

○  実施してIゝない、ら．：ニ  ●5－10分  
チェック）  I騨弼御仁   唆する。  

●利用者・家族  
●住宅環境によっては養生が困難な場合  

●介護支援専門員  ●福祉用具専門相談員が利用者、家族に対して搬出ルートの確認。  
●2階以上の居室やマンション等の高層住宅、狭小  

・‡  
●家財保護の為、ベッドパット等による養生実施。（搬入商品ごとに異なる）   住宅等  

生等）  ●気象条件により異なる  
●5～10分  

●一人での配送や室内からでは搬出が不可能な場 田  

丸、こ1 

●利用者・家族  
●介護支援専門員  搬 出  

（室内の整理等）   
●通常は実施しないが、適宜、設置場所の片づけを行う場合がある。その場合は福祉用具専門相談員が、利用者に了承を  ●5～60分  
得て、家具の移動、ほうきにて簡単な清掃を行うb  

●利用者・家族  
●介護支援専門員  

輸送車両への積み込 み  ×    ●他のサービス事業者  ●福祉用具寺門相談員が商品に破損、荷崩れ等が生じないように、丁寧に積み込みを行なう。  ●5～60分  
●自社職員  

●利用者・家族  
×   ●介護支援専門員  ●自社の福祉用具専門相談員が破損に気を付け安全に帰社する ●交通や天候の状態、利用者宅までの距離に左右さ  

輸送  ●福祉用具専門相談員  ●荷台と運転席が隔離された専用車両により用具を輸送する  れる。  ●10－90分  

●衛生管理センター従事  ●商品が積載された状態で福祉用具寺門相談眉が二酸化塩素消毒機スプライザーミニで噴霧消書し10分放置。その後商品  
輸送車両の消毒  ×   者  を下ろした状態で同作葉を再度行なう。「専用運搬車而消毒記録票」を作成する。  ●30分  

●福祉用具専門相談員  

事業所によっで，  

●福祉用具実績報告  ●介護支書呈専門員 ●福祉用具専門相談員   は実施していな∴ い   

て連絡、報告を行う。  

そ  
の  
他  



【福祉用具貸与／販売サービスで実施している作業内容こ用具別】   ○＝あり ×＝なし  具体的な手間の変動要素（手間を要する／要しない場合の条件）  

介性保険制皮の説明  

T〃「¶－¶‾  

●在庫がない場合   ●在庫がない場合   
●在庫がない場合  ●在庫がない場合  

十 



【福祉用具貸与／販売サービスで実施している作業内容：用具別】   ○＝あり ×＝なし  具体的な手間の変動要素（手間を要する／要しない場合の条件）  

訪問日の日程  
洪整   他の方法  

で★施  

ア  って ・  っ 他の方撲  っ って   っ  っ   
事彙断に よては－   

メ  で鱒 で事雄 で★鱒 で蓼 で賽旛  で集旛  

ト  

必  事   ●■断lこ  事業所に  ●■巾に  事象断  事霊所に  事業所に  事業所に  
○  よっては   ○  ○  （⊃  

よっては   よっては  
要   

○  他の方法  
で集篤  で舞施  で賽施  で＊旛  で事鱒  で集維 一ニ  一て  

事業所に  ●動績の確認が必要に  事集断に  事震断に  ■集席に  ■業断に  事業所に  
○●設置場所の確認が必   ○●設置場所の確惣が必   

他の で★縫  要となる で集施、   ○●設置場所の確認が必   の  一  の  の  で事施  



●選定する商品の特性  
○  
よって調整が必要な為   

注・福祉用具手配の事務  

軽度呑も利用可能   



匹  ー し  －な      ぉ  の′・       ／ ないロムの  
■★   1．Lこ   ■鶉   特種屠場   ■■   入浴繍助用九   ■雪   ≠葛浴け   ナ書   

サービス   作霊工糧   歩行＃勧つえ   ■雪  緋個■知瀾   ■▼   移動用リフト   
プロセス  

事義断に  事業所に  
よっては  
他の方法  
で★亮  

当着金沌の開催は必頚   

意する必要のある場合  



●t動車繊子の場合、  
保管場所の確保が必  



移動用リフトは、部品  ●特定福祉用具は販 ●特定植祉用具は販売  の対象である為、メー  ●特定福祉用具は販売  
の対象である為、メー  

×力一から入荷したそのま   

利な箇所も多数。搬入過  
権で菜財に接触した場合  
に破損が発生するリスク  
高く、壬生苓必要。  

●リフトは設置スペース  



阻ヘル  



●介助者の取り扱い．指  

彙方法の指導も必要  



イ   士        ＼  内癒・用具別  ○－ り ×＝た            ル    的な手間の′、動要（手間   ／       しない8合の 牛）   

サービス  れ付■畠  ■考   床すれ妨止用■  ■書   体位t換■  ●●   手すり  ●雷   ス臼－プ  ■●   歩行■  ■鶉   
プロセス   作義工程  ■いす  間付■島  ■書   特殊書台  

事兼断に  
○  よっては 他の方準  ■i痍t主 よつでは、 他の方法  よってヰ」 龍の方法、  （⊃  

u   
章梢・＝…    訪問日の日程閤 萱  鱒 で稟旛’，   

甲蝉厨   他の で郷   事霊断筐 宗法   ○  事義断に よっては二 他の方法 で★r、h二  。  
事暮  事i料こ よっては二  暮l  事業▼雇  一義附こ よ 事業附こ  

正し〈利用できて  
（⊃   （〕   

よっては  

○  ○  
よっては 他の方蹟  他の方津  よってIi、 他の方法  他の方法  

いるかどうかの確 望  O  
で雫■‘：   攣頬寝   で声帯こL’：‡  や鴎  で賽旛  

－1  

「  ●一書i；  ＝  

事断に  事業断に  
ト  事薫断亘 よっては・ よっては、 他の方法  よっては  

○弓 ”  ・ 龍め方蟻  よぅてはニー 他¢方匪  よぅては、 他の方法  憺の方雄 セ≠貯「∨  他の方法  
乙至：i・二＝至→■貞・・亭■  肇鱒：ノご   て幣 ．、ガざJ   事象鴨暗 よつ雷lよ、 偽の方法 や叩‘1  0∃  で★九  で集施  

申鱒巨   ∵  

事集断た  擁 号′紅1 蜘叛に一 よ如きはご、  L  

事雛断に  ■霊断に  

1 よってlま、 他の方ま  よってIま  

○  既誓≡ 触の方法、二 で集■て、 ようてはこ 他の方法  舶蛎味  他の方法  
で大事：   ようてはこ 笠繹  モ真擬だ号  で集旛   で★擁  

、ニチ   ㌘磋㌍  01  

モ  縫醜台  
について  

ADLの変化に伴い機  
○  

妻妹子；ヂくl＼こヾ γ∴k 蕾繁二  

●ADLの変化に伴い機  

要性の検討 機1蔓変更・中  ○  重変更の頻度が雇いた  等許  ○  
田   

○  
時間を要す ては愴のく  め時間を要す 

・追加）   血   祉用具変更の     （〕   ÅDしのま化に伴い機 ま更の頻度が高いた 時間を要す  。1  方法で★  
鱒 

こ読二、，∵三？－   

練  
き  

n  事業附革 雫郎  ；r■．～； 事附  一義席堪  

0  上っては、 穐め方法  よってIL ・  （）  よぅては、  
。  よって曙 他の方法  よってlた 愴の方洋二 愕繁三さi  ○  

（〕  

祉用具の交換 壱己・交換  雫榔ミ で雷鳥∴  で≠旛  

事■断た よぅて1ま1： 触の方法′ で賽蛎こ‡‡  

付■烏喧■ ついて十、  や叩∴一   事轟簡lこ 事業断l土  事■断に  
僧二  よっては」 他の方腋  よっては  

0と   

鋸箆  他の方法  
モi州砺 方津事  よってl書．、 他の方法′ で舞離‖：  ○  よ婿は、′ 触¢方法 割賦一′；モて   一触臨 よってほ、ご －丁  胡粗い－  や鱒′   で賽旛  

軍  

華美 ん、こ  事義㈲こ 事嘉斯桟 事義斯こ  事暮断に  
○  ○  よっては  

○  （）   

○  よぅてlぎこ二 触の方湊 開三∵ 他の方法  他の方法  他の方法  
ん〃・  浩駈 他の方凄ノ や墜－号ミ  ○  

、テ㌢、   甲叩  で揮  で★施  

「     一  J－チ   

×   
×  ）く  ×  ×  ×  ×  

×  

介護支線書門  員への報告・苫己録  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
の作成  ○  

事■断に  事脚  断t  ●簡1士  ■兼断に  事業所に  
義断た  よっては、 他の方法：  よゥては、 他の方法  よっては  

搬出日の日程  ○  ○  よってはYl 他の方法  ○   ようては 他の方法  よっflま、 他¢方法  他の方法  
・とユ  でI鱒 で よってはご 触¢方き で賽∬ご■  ○  n  

で欒 で集施 で集施  
畢姫＝   

十－－  「▼  
事暮断l  1  

義雷断l±  事兼附ご  事象I刑こ  事業所に  
事鱒l  

○  よう王は∨こ 他め方濃‘  よってはこ 他の方法  よっては  
福祉用具の点検（物品過不足・  よってlよ 他の方法  よって1まミ 他の方法  よ亨ては、 二竺＝二；  他の方法  
外見のチェック）  （）  甲鞋   筆  でミさ 軍事旛7   で集揮  

桓ては二 他の稚 で雫攣寧  ○  猫・二くこ 十，【 
搬  
出  彗だ∵  に  

●暮  ついては 事集断た よ ■手折に  
事i扁主 よ ■事折l；  

よっては  
．C〉  i▲扁 よぅてはJ 鷹ゐ方法  上っTli・」 他の方法  

○  
龍の方浅  

他の方法 雲輯誓1  で賽鱒遊   等筆 二○  ‖   で稟▲  
L程で家財に接触した場合  に破損が発生するリスク  よっては 他の方法 や鱒ニ  ○   【  ‖   

用の鳩舎、壬1が因難 要素に  
担 「‘椚－■  

i暮附こ よってIi⊥ ＝一7 軍事緊 

窮∴ノ  

1   

h  ぺ．，⊥く  甚∴：ミヰ ∵㌧1∴■こヮ 妄、・ ノご，  ★   マ∴：ごノ∴ ヤ崇宰彗 √二‡菅詣1ニク肇  ‘、‥；  



●構成部晶に大きな物  

高く、壬生等必要。  



【福祉用具貸与／販売サービスで実施している作業内容＝用具別】   ○＝あり ×＝なし  具体的な手間の変動要素（手間を要する／要しない場合の条件）   
サービス  プロセス   作業工程   ＋いす  同村■品  ■●   精錬≠台  岡付■晶  暮雪   圧すれ防止用▲  ●●   体位t■暮  ●専   手すり  ■考   スロープ  ●●   歩行■  ●●   

鞍：；：ミニも′L  ぶ；＝  

●t勤車椅子、t動力ー  
付■卓に 

1  

ト等、壬暮のあるものに  
ついては  Y t義附± よう漂l；じ   ■義所に  

輸送車両への積み込み  ○  ”   関し、スロープなどを利 用しての積み込みとなり 時間を壬する。 H  ○  事業附こ ちては （）   事霊前主 掬てはこ 愴の方法  よっては  
緑芽 事集断ー吏 よ或は≧－‘ ′L  よ 1  

他の方法  
○  悪霊農 、ん．こノ∧モ′－ ．1三，～∴ 欝鞍  ⊥   

で≠鱒  
他の方醸さ 割印巌   

○   
搬  
出  ●t動力ートは荷台のス  華濁競  
I稟  

書きま草…妾 錮緬濾 よ諺てはこ  弓   潤第三： ■蜘躍 料武Ifこ  ■霊l祈に  

き  ペースの多くを要し、商 品よっては複数の商品楕 載が困難であり 
－÷■  

御方醒■   愉の方浅  鵬の方法  よっては  
○     、＃独で  

四  
他の方法  

の輸送が余儀なくされ時  ′†！∵： 
○  

禁整  で！熊襲  買取二   で★▲  
間を要する凸   

′   嶺隼 0   

苧貌；デ言、＝∫じ  ■   
事業所に ‡ 舶由転  絶間彊；   u  暮簡l；  事業断に  

輸送車両の消  （〕  】  ○  ○  よっtば√、 Lご 顔ヰ駄・ ÷一・；  ‖  他の方法、  よって曙こ 他の方法  よっては  
暮  他の方法  

肇坤巨  ∴ 下賽夢 軍稚 頑IFミとこ：   で畢鱒 で集▲   

そ  べ、さ 

の  ○  O  0  ○  誓l  ○  
亘キ三ご  ○   ‖ ‖   ‡、表二∴  ナご－  ○  貫こ  ○  

他   



【福祉用具貸与／販売サービスで実施している作業内容：用具別】  ○＝あり ×＝なし  具体的な手間の変動要素（手間を要する／要しない場合の条件）  



【福祉用具貸与サービスで実施している消毒・保管等業務の内容：作業の内容】  

フロセ  作≠エ種   ▲体的な作♯内奪を正人して下さい   作義の事≠の王■事薫をた入して下さい  
ス  （実≠しなくてすむ■合の条件■）   

●考  

＃ねの師事時間書だ入して下さい  

各作霊工事引こついて、i＃、絶がどのように行うかをた入してください。そのエ種を行うために必事な責軋道具、設儀などあれば、併せてた入してください。   他の作義工程と一体に行うことが多ければ、対になる作業工程名も記入して下さい   

●自社商品管理システムの回収指示暮に基づき入庫処理を行なう  
欠品検査  ●商品を構成する部品の確認。組立ネジ等の種類，数の確認。取外し可能な部品の有無の確認。 ●商品引取時 5分－30分  

、営業担当者が利用者宅で確認し、引取後営業所にて商品管理担当者が行う。  

●商品引取時、営業担当者が利用者宅で確認し、引取後営業所にて商品管理担当者が行う。  
●破損・故棟内容を把握後、所定暮類（不良箇所報告書）を作成し衛生管理センターへ修理依頼出荷を依頼する。  

破損・故障箇所の検査       ●外政は目視確認。電動部、可動部等は動かして確認。  商品の状態による  5分－20分  
●目視では、汚れ、日焼け、退色、サビ、キズ、剥がれ、カビ、などの外観と形状チェック。可動部はジョイント部分の破損、がたつき、部品の欠陥、緩  
み、モーターの可動、雑音、コントローラーの通電、接触不良、断線、バッテリー点検など。  

戻  
検  

●故障状況を報告し会社の判断を仰ぐ（故陣処理記録票）  

行 程                      修理／廃棄の判断  ●廃棄判漸は本社業務部で判断。不良個所が見つかれば、原則修理としているが、商品ニーズ、修理代とその個品のレンタル期間等を加味し統括 部署と相談し修理すべきか判断する 
。  

●破損の著しい商品は入庫時、他の商品については洗浄開始時に判断を行なう  
●廃棄予定品置き場へ商品の移動パーツ点数、重さによる  

●故障、破損箇所を特定し、またそれが消耗、劣化か故意的なものか判別。故意的と判断したものに対し適正な修理費用を算出し見積りを契約者  
に提示し請求する。また消耗劣化と判断した場合も弁済義務が生じない事を契約者に説明する。   ●ご利用者の過失と判断された場合の請求に対しご理解頂けないとき、修理等の作   

修理費用の見積・請求  葉を進める事が出来ない。メーカー修理が必要な場合、その輸送期間とメーカーから  
●故障、修理箇所を明書己した修理見積依頼書を商品と一緒にメーカーヘ送る。個品／トコードをスキャンニングして、MDシステムで出荷修理依頼  
をする。修理済みの商品が戻ってきたら、スキャンニングして修理完了処理を行ない、修理完了報告暮を本社にFAXにて捷出。  

●商品引取後、営業担当者が商品を積粧している運搬車両内をビオフェンス（二酸化塩素）にて消キを行う。   
（事業者によっては営業車両内でエスミール噴霧処理（15秒間噴霧後、5分間密閉））  

一次消キ処理  ●商品を降ろし終わった後に再度、車輌内消毒を行う。  6・一20分  

●消幸作葉終了後、運搬車輌消ヰ清拭記録膚の作成・保管。  
●感染症等の恐れがある際は、梱包ビニール内での二酸イヒ塩素による個別消毛。   

分解作業  
●頻繁に修理が発生する箇所か曹かの経験。商品の構造による分解のし易さ。  

●分解できる範囲内での作業（電子機蕃内部の分解やネジゆるみ止めが付いているなど、メーカーの奨励しない分解は行っていない）  組立工穫を遡って解体が必要な場合、不良部分まで到達するまでに多くの部品を分  
解しなければならない際に多くの手間を要する。   

部品交換  
作業   

10－20分  

社内での修理「ん  

組み立て  ●メーカーから供給可能な部品を交換する為の部品交換に伴う組立作業。一般的なエ具で取り付けできる範臥  
作業  ●細立て後は動作確認を行う。  

●組立彼の動作確認を必ず実施したのち、調整が必要になった場合  10～20分  

柵  

●掛キズ・汚れを確認し．メーカーから供給可能な専用色、及び市販の一般的なラッカー塗料での着色塗装。   
●物量、マスキング等により変動  基本は1－20分 （重ね塗りの場合 

修   
倭装処理  

、乾かして         ●塗装面積や下処理の要否などで変動する。メーカーからの専用塗料が無い場合、   
理  

●状況により手間が変動する。何回か重ね埜りする場合もある。   
色合わせに手間を要する。   から塗布を繰り返すので、2   

捕  ●憮・塗装はがれがない場合   時間～3日間）   

修  

†0分  
見積取得  

●宅配便等を利用し商品送付を行うか、メーカーから出張修理かによる商品発送準備 による変動。  5分～1時間  

委託   メ→カーへの修理㌔蒜出庫手  
●梱包を行う為、商品の重さ、大きさによる  

「一【、■▼  

●梱包の開封、汚染度への商品移動  5分～30分  
の入庫手 麿き   



【福祉用具貸与サービスで実施している消毒・保管等業務の内容：作業の内容】  

フロセ  作業工程   1体的な作業内容をた入して下さい   作義の手¶のた勤■★をた入して下さい  
ス  （実施しなくてすむ■合の条件専）   

●考  

概ねの所事時間を記入して下さい  
各作業工矧こついて、通＃、絶がどのように行うかを記入してください。そのエ程を行うために必畢な資料、道具、設♯などあれば、併せて記入して〈ださい。   他の作璽工程と一体に行うことが多ければ∴対になる作業工程名も記入して下さい   

●アルカリ水での清拭作業を基本とする。挨の激しいものはエアーガンを用い、斉1式の下準備として表面及び内部、晴間等の汚れを除去する。屋外  ●汚れ具合、商品種目、商品の特性によって手間は全て異なる。挨であっても蚊取リ   
軽度な汚れ（境など）の除去  線香を使用していたなど容易に除去できない場合には手間を要する。  5～45分  

●マットレス等は専用工場で丸洗いを行う。  

洗 浄         ●10～180分  
エ  る場合ワイヤーブラシを使用しサビを落とす   ロ ●サビ取り剤は臭いが強く商品に臭いが残る可能性がある為、出来るだけ使用しないように心掛け、もし使用した場合は臭いが残っていないか確認  
事呈   をする。マットレス等は丸洗いを行う。シミやサビ・異臭が取れない場合は部品交換を行うか廃棄処分とする亡  

●洗濯機で洗濯できる繊維系の商品・部品は、洗濯機でアルカリ水を用い洗浄する ●洗浄前に汚れが確認されているものは、下洗い、つけおき等の準備に手間を要す  
る。  

流水洗浄  流水洗浄ができない。  10～45分  
●車椅子・スロープなど、ウオーターガンを使用  ●電子部品等、水を掛けられない物、7K抜きが難しい商品以外は実施する。  
●自動洗車機によるキャスター、タイヤの洗浄  

●商品種目商品の種矧一よって手間が異なる屋外での使用南口は屋内での使用  

●アルカリ水を直接噴霧し（もしくはウェスに染み込ませ）スポンジやっエスにて清拭を行う 車椅子等20分～30分  

清拭洗浄  ●併せて各部動作確認、機能チェックを行なう  重暮によって洗浄手間が異なる。細かな部分、狭いスペースが多い商品は斉撒こ手 が 
間掛る。  

●酸性水での消書は、商品種目、商品の種類によって手間が異なる。 の ●酸性水消キ：10分～20  
消寺方法（酸性水消毒、オ  
ソン・イオン薫蒸消毒、MRガ  消寺機は規定温度まで上昇してから消毒を開始する為、気温に消毒時間が左右され  

る。  毒装置による消毒＝1－4時  
ス消毒、ニ酸化塩素消毒 等）の選択  ●商品ごとの消キ方法の選択については、マニュアルで規定されているので、選択作   

●機械によるオゾン薫蒸消毒  業の時間は掛からない。  冷却時間を含む）  

●オゾン薫蒸消毒12時間  

●耐熱温度の低い商品は、設定温度によって同時に消毒を行えないことから区別する  
必要がある。  

入庫  
消車機械への福祉用具の   

●特定の商品のみ洗浄工程終了後オゾン庫へ入庫する  
●5～15分  

消 車  
行  
糧  

●基本的に、消毒する商品、感染等の状況により、消毛モードを4コース設定してある。したがって、調整には時間は粗からない 
●新商品の消毒や新たな病毒感染等の場合には、メーカーと相談して調整する。  
●消毒対象物がマットレス・一般薗の場合→設定温度600c・工程時間60分消毒対象物がエアーマット疹痴が付着した恐れのある、電動ベッド  ●1分  

消毒機械の調整  電動機器の場合→設定温度470c・工程時間180分 重度汚染600c240分   ●担当者が毎回確認を行い、メーカーが定期的に調整を実施する ●不具合による部品交換  
●専用の作業工程表示板を設置してあり、温度、時臥工程、エラーが視覚的に確認できる。  は30分  

●作業担当者が機器の作動チェックを行い。定期的にメーカーが保守点検を行う 
●過一回機能チェックを行い、不具合韓は部品交換をし、機能を保つ  

●5分  

消毒機械からの福祉用具の   ●物量により変動  ●まとめてオゾン庫より搬  
出庫  ●事業所によっては消手管理システム工程終7後にまとめてオゾン庫より搬出  出する場合には30分   

●水気をウェスで拭きとる。手の届かないところは、エアーガンによって水気を飛ばす。   ●気温・湿度等の環境。  
●ベッド1台約30分、流水  

自然乾燥  ●ウェスでふき取り後、乾燥スペースで専用の清潔テナーにのせて完全乾燥 ●物暮により変動  
作業を要した商品は24時間  

●流水洗浄後乾燥場所へ商品を移し乾燥後に清拭洗浄を行なう  ●事業所によっては2・｝3日  

乾  
燥  
工  ●カバー規やマッルス、ケソションについては、消毒機内で熱乾燥を行うニジェルケンション等、商品の材質によっては熱乾燥ができない物は自然乾  

程   機械乾燥  燥を行う。  ●素材により変更あリ  ●30－120分  
●急ぎで乾燥する必要のある場合に、消事後内で熱乾燥を行う 
●特定の商品のみグループ会社へ委託する  



【福祉用具貸与サービスで実施している消毒・保管等業務の内容：作業の内容】  

フロセ  作業工程   1体純な作★内奪を世人して下さい   
作轟の寧■の薫■事★を世人して下さい  

ス  （実托しなくてすむ■合の条件書）   
■考  

概ねの所事晴Ⅶを記入して下さい  
各作轟工馳こついて．i≠、雄がどのように行うかを軍人してください．そのエ穏を行うために必事な★軋辻井、設備などあれば、併せて記入してください。   他の作業工程と一体に行うことが多ければ、対になる作業工程名も記入して下さい   

●外観の目視による確認。組立による変形等の確認。   ●商品・パーツの大きさ及び圭tにより検査手間が変動する。  ●5－15分   事業所によって  
部品の変形・破損等検査  は他の工程で  

●   が工程管理票の 認 行い用  検査  品乗を発行する。  

●車いす関連は、車軸を回転させて車軸の歪み、ブレーキの効き、タイヤのエアーチェック。シートの汚れ確認。  
●ベッド1台10分、車椅子  

●ベッド等電動駆動部は、稼動・異音検査。制動確乱費全装置の稼働確認。  
15分、その他5分～10  

乾   動作確認検査・メンテナンス  
●動作確認部の多さや安全装置の多さにより変動。  分。  

燥  ●最終工程確認書が再度動作確認後、消毒工程管理票を発行。  
●組み立てを要する品につ  

後  ●特定の商品のみ消ヰエ程終了後にも動作確認を行ない洗浄不良の場合は再度洗浄を行なう  
いては約30分程  

検  
査  

洗浄結果検査・再洗浄の処  ●商品・部品の大きさや重暮により手間が左右される。   ●10－45分  

理  ●検査員が工程管理票の確認を行い、用具を検査後検品栗を発行する。   入り組んだ細部が多い商品は確認の手間がかかる。  

事♯所によって  

欠品検査   ●商品を構成する部品の確認。組立ネジ等の種類・数の確認。取外し可能な部品の有無の確認。 ●作業担当者が欠品確認を行い、最終工程確認者が再度、欠品確認を行う。（客先納品時には営業担当者がもう一度、欠品確認を行う。）   ●商品を構成するパーツが多い商品、組立ネジの多い商品などは確認に手何を要す る。  ●10～30分  は他のエ程で  
実施   

●社名、消キ済みマーク、フリーダイヤル入りの包材を発注  

包材の管理・選択  ●全てビニールによる梱包。適したサイズのどこ－ルを選択する。  
●梱包材は清潔庫倉庫にて保管管理を行う。素材の選択は本社業務部が行う。  

●なし   
●1分  

●ビニールロール2種類（幅120cm．60c川．）、長さは自由  

●大きな商品・重暮のある商品をビニールにいれる際に手間が生じる。  

梱  ●ユニバーサルオートシーラーによる梱包  ●新たな商品の梱包時等カット寸法の設定に手間が生じる。   雷彙所によって   
機械梱包  ●用具の大きさにより梱包鰍＝よリビニールを圧着密閉する   ●突起部があるとビニールが破れないよう注意が必要であり手間が生じる。  ●5－10分  は手作筆梱包   

行  ●通常の梱包作業は棲械梱包で行う。  のみ  
手呈  

●大型商品で規格ビニールでの梱包が不可能な際、手作業で専用サイズの袋を作成  
●梱包機で梱包できないサイズ（特殊寝台のモーター部等）は手作業で梱包を行う。  するため手間が生じる。   
●ビニールロールを商品の大きさに合わせて裁断し、両側をハンドシーうーにて密閉する。   ●大きな商品・重1のある商品をビニールにいれる際に手間が生じる。  ●5～ほ分  

手作業梱包  
●足踏み式シーラーを使用し二人一組にて社名入り包材での密閉梱包を行ない梱包終了時にシルバーマークシール貼付   ●突起部があるとどニールが破れないよう注意が必要であり手間が生じる。   

●他の営業所へ移動の場  

納  福祉用具の倉庫への移動  ●ハンディーで個品管理された／トコードNoを読み取り、台車ごとトラックに積載し、営業拠点倉庫に移動する。   
合、180分‖日当たりの平  

●同じ建物内にある営業所倉庫へ移動する鳩舎は、専用テナーを使用し運搬する。  
●商品の物暮、重さ、大きさによる  均往復時間）  

庫  ●併設営業所倉庫に移動   
管  

理  のへの納  ●積載した台車ごと営業所倉庫に納座する。  
福祉用具倉庫庫   ●製品庫への納座する前に、ここでも個晶バーコードをスキャンニングしてから納庫。   ●商品の物t、重さ、大きさによる   l時間～1時間30分  

施矧壬＝史壬▼′【¶  ●引取商品置き場洗浄・消毛・メンテナンス、梱包工程は一方通行で行われ、それぞれ壁で区画が仕切られている。  
i痢軒三竜解水を使う事により手間が変動する、環境にやさしく、商品に消寺剤の残留物が無い為、ご利用者様に安心して使用して頂ける。また清  

環境への配慮について  拭・消毒を行う作業担当者にも安全である。 ●採用している消毒機も、屋外への廃棄ダクトはなく、消手機内で中和処理する。また残留薬剤濃度も0・03PPMと、ほとんど無く、利用される方に  
も安心・安全竺をL【一．【爪 

そ の  

他  

理について   感染症対策と健康、衛生管  
モップ掛けを行い衛生管理に努めている。  



【福祉用具貸与サービスで実施している消毒・保管等業務の内容・用如＝あり×＝なし   。手間条件）  





プロセス  作tエ撃   1いす   隋付■晶  ■鶉  持株痍台   間付■品  ●雷  庄ずれ肪止用■  ■書  体位彙■灘  傷■  手すり  ■鶉  スロープ  ●ヽ  歩行馨  ■●  歩行■鴫つえ  ■書  ●●■鶴●  ■書  樽恥用リフト  ■鶉   

●エアガンを  ●ホコリ、泥 

使用し表面の  汚れ、サビが  ●ホコリ、三尼 
●ホコリ、泥 汚れ、サビが  

●ホコリ∴尼 
●ホコリ、シミ  汚れ．サビが  酷いとき  

汚れ．サビが  

酷いとき  ●キャスター  
酷いとき  

●ホコリ、泥 ●スライド部  に絡みついた  ●ホコリ、泥 ●シミ．ホコリ  ●特に重いす  
●ホコリ、シミ  汚れサビが  ○分に入り込ん  ○毛髪・糸くずの  汚れ、サビが  が＼時  ○用段差解消機  

○ が離い靖  ○軌、とき  だ泥の除去に  除去やフォ  ○軌、とき  等、屋外使用  

れの除去に手  は手間を要す  ク内部の泥や  
商品は泥の付  

聞を要する る 蝮の除去に手  
着も多く手間  

聞を要する亡  
を要する 

毛髪・糸くすの  
除去も必要で  
手間を要す。   

ト  
●ホコリ、泥 

●ホコリ、泥 ●ホコリ、ま尼、  汚れ、サビが  
●ホコリ、泥 ●ホコリ∴尼 憐れ、サビが  汚れ、サビが  ●ホコリ∴尼 酷いとき  ●ホコリ∴尼 

シミ  汚れ、サヒが  汚れ．サビが  醜いとき  酷いとき  汚れ．サビが  ●メッキ仕上  汚九、サヒが  
が酷い時  鹿いとき  酷いとき  ●トイレの手  ●金ブラシ 酷いとき  げの商品が多  酷いとき  

●激しい輌は  ●カバーなど  ●シミ・汚れ等  すりなど∴交  縫等で鏑の除  ●交換で対応  く強くこするこ ともできない ●激しい鏑は  
比較的少な  のシミ・汚れ  は、もみ洗い  換で対応でき  圭を行うが できない本体  。  ●シミ、ホコリ  比較的少な  

○こ  ○零下準備をし  ○ない本体部分  ○鏑る村賞を  0部分等は金プ  ○表面に浮いた  ○が酷い時  ○い。紙やすり  

○  たうえで洗濯  の鏑は金プラ  使っている部  ラシ．縫等で  鋳であれば潔  等で鋪を除去  
ける亡比較的  たうえで洗濯  処理する。比  シ、鎚等で麟  分は少なく頻  鏑を除去を行  滑油等で磨く   する。比較的  

浄  処理する。比  較的手間は要  を除去を行う。  度的には少な  う。手間は要  ことで除去す  手間は草しな  
工  較約手閤は要  しない。  非常に手間を  いが手間を要  い 

擢   
す る。手間は比  

しない 要す⊃  す。  較的要しな  
い。  

●ホコリ、泥 ●ホコリ、シミ  ●ホコリ、シミ  

が酷い時  ●ホコリ、泥 ●ホコリ、泥 ●ホコリ、泥 ●ホコリ∴尼 ●ホコリ∴尼 
。歪㌍と言ヒが  ヒが  ヒカ  ヒカ  ×  汚れサピが  

。と  ○と  。と  ○基いとき  

●ホコリ、泥 
●ホコリ、泥 

シミ、サビが酷  
汚れ、サビが  
酷いとき  

●ホコリ、泥 

●ホコリ、泥 汚れ、サビが  
●ホコリ、シミ  ●長尺のスロー  ブが増えてお  汚れ、サビが  

酷いとき  
り．スヘ－ス的に  酷いとき  ●ホコリ、泥 

●大きく里t  

●ホコリ、シミ  ●ホコリ∴尼 洗浄がし辛い  ●キャスター・フ  
汚れ、サビが  ●シミ、ホコリ  がある上、実  

○ が酷い鴻  汚れサピが  上に、走行面  ○レーキソユー付近  ○酷いとき  ○ が酷し時  ○際に動かさ／－  
○基いとき  は滑り止め加  ‘ いと清拭でき  

れの除去に手  エしてあり∴萬  ＝  

ない部分も多  
間を要する れの除去・清  ＝ 〈手簡を要す  

等、高機能機  拭には手間を  
る 

Ⅰ蔓については  
手間を要す。   

要する。  

●感染症の恐  
れのある時  ●感染症の恐  

●感染症の恐  

は、パルスイ  れのある時  ●感染症の恐  
れのある時  

は、／くルスイ  れのある時  は、パルスイ  

●感染症の恐  ●感染症の恐  ●感染症の恐  ンバター式  は、パルスイ  ●感染症の恐  ●審染症の恐  ンバター式  
れのある時  れのある時  消毒装置によ  ンバーケ一式  れのある時  れのある時  消書装置によ  
は、パルスイ  
ンパータ¶式  は、／くルスイ  る消寺に4時  消毒装置によ  

○消雪装着によ  ンバター式  ○聞を要する。  
る消毒に4時  消毒装置によ  ●長尺のスロー  る消毒に4時   

る消毒に4時  ナが増えてお  ●キャスタ・7  る消毒に4持  
間を要する。  聞を要する リ．スヘー【ス的に  レーキシュー付近  間を要する 間を要する。   際に動かさな  

毒手間を要す  洗浄がし辛く  の積造が細か  いと消毒でき  
る。特にモシ’ユー  取り回しに手  〈比較的手間  ない部分も多  
ル1リウライニンケ  聞を要する．  を要する。   

く手間を要す  
等、高機能機  

る 
様については  
手間を要す。   

消  
事♯断l言  事集所に  ■義断lこ  

●病毒感染が  ot病毒感染が  ぁる場合  ある場合  ○●病雷雲染が   
い卑しさ い   い年い   

●病毒感染が   ●病毒感染が  ●病毒感染が  ○●病毒感染が  ○●病毒感染が  ○●病毒感染が  ○●病き空染が  ○●病毒空染が   。！諾雷染が  
ぁる場  ある場合  ある場合  ぁる場合  ある場合  ある場合  ある場合  ある場口  ある士烏口  

消毒機械の蛸 整   

事暮断に  事業l勲に  事業所に  事集断に  

○  ○  ○  よっては 義▲して  よっては 集施しな  ○  よっては  
消書機械からの鳩祉  ○  

集線しな  
しゃい   い   いない  い  
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●梱包機と手  ●梱包横と手  ●梱包機と手  ●梱包機と手  ●梱包横と手  ●梱包機と手  ●愕包機と手  ●梱包機と手  ●梱包機と手  ●梱包磯と手  

作業による、  作業による 作業による 作業【こよる 作業による 
包材の管理 各商口個□  
選択  こどす  

積憤への配慮につい  

管理システムについて  



資料3－2  

種目別のサービス提供実態調査（アンケート）  

1．調査の目的   

先行研究（「福祉用具貸与価格の情報提供システムに関する調査研究事業（平成21年3  

月 （社）シルバーサービス振興会）」等）によって福祉用具サービスで実施されている業  

務に要している時間等については、ある程度定量的に把握されてきた。これまでに把握出  

来ていなかった、福祉用具サービスを提供する際に福祉用具貸与・販売事業所が福祉用具  

種類別に実施している具体的な作業内容の詳細については、資料3－1に示す事例調査にお  

いて把握される予定である。しかし、詳細に把握されるのはあくまでも「事例」であり、  

全国で提供されている福祉用具サービスの状況を推定することは難しい。   

そこで、本調査においては、特に各サービスが実施される頻度に絞って全国の福祉用具  

貸与（特定福祉用具販売併設を含む）サービス事業所を対象とした調査を実施することで、  

福祉用具サービス提供の実態について、全国の状況を把握することを目的とする。  

2．調査の概要  

（1）調査の対象（母集団）   

調査の対象は、調査月の時点で福祉用具サービスを提供している指定福祉用具貸与事業  

所（特定福祉用具販売事業所の併設も含む）とする。  

（2）調査の方法   

調査は標本調査によって実施し、調査票の配布・回収は郵送法によって実施する。  

（：－）標本抽出の方法   

標本抽出は層化無作為抽出法によって行い、抽出枠は平成20年度の介護サービス情報公  

表システムに登録されている福祉用具貸与事業所の名簿を用いる。1   

層化基準については、抽出枠に収載されている情報及び「福祉用具貸与価格の情報提供  

システムに関する調査研究事業（平成21年3月 （社）シルバーサービス振興会）」の調  

査結果を分析した上で妥当な層化基準を検討する。   

標本数は約3，000事業所2を想定し、各層への標本配置は比例配分によって行う。  

1抽出枠としては他にW旭NllTの名簿を用いることも考えられるが、過去の実績から  
WAMNETの名簿では廃業等が充分に反映されていないことが分かっていることから、営  

業実態のある事業所を確実に捕捉している介護サービス情報公表の名簿を用いることとし  

た。ただし、介護サービス情報公表の名簿では、新規開業の事業所が捕捉出来ていない点  

には留意が必要である。  

2標本誤差の目標精度を設定して求めた必要標本数ではなく予算の制約から設定された標本  

数であることに留意が必要であることから、事後の達成精度評価を適切に行うこととする。   



（4）調査月   

調査月は、平成21年10月とする。  

（5）推定方法   

福祉用具種類毎に提供されるサービス内容の実施頻度の母平均は次の推定式で推定する。  

屠＝諸葺ズf  

屠：サービス実施頻度の母平均の推定値  

Ⅳ：福祉用具貸与事業所総数  

Ⅳ力：第力層の福祉用具貸与事業所総数  

〃力：第力層の標本数  

また、推定値の達成精度（標準誤差）は次の推定式で推定する。  

血∴∴＋ご ∴ 、享、－tト∴ギ■」  、両‡  
J爾‥標準誤差の推定値  

拍r（方舟）第力層におけるサービス実施頻度の分散  

4．調査票（案）   

別紙の通りである。郵送調査であることから、記入者負担に配慮して以下の基本方針と  

することとした。  

（1）調査項目の基本方針  

＞ 抽出枠（介護サービス情報公表の名簿）から得られる事業所の属性については、抽出  

枠の情報を利用し、調査は行わない。  

＞ サービスの内容の実施頻度は「情報提供」、「相談」、「アセスメント」、「用具選定」、「契   

約」、「搬入・設置」、「利用指導・適合調整」、 「フォロー・モニタリング」、「搬出」、「消  

毒・保管業務」の10区分について把握することとする。  

＞ 本調査では、福祉用具種類別の実施頻度ではなく、福祉用具サービス全体としての実  

施頻度を把握する。  

＞ ただし、福祉用具種類別の「メンテナンス」の状況を把握するため、福祉用具種頬別  

に「メンテナンス」の実施有無を把握する。  

＞ 調査月の新規利用者と継続利用者では提供するサービスが異なるものがあるため、そ  

れぞれについて把握する。  

ミ：よ   



（2）調査項目の概要  

1）新規利用者（契約に至らなかった者）  

・調査月における人数  

・調査月における情報提供、相談、アセスメント、用具選定、搬入・設置（デモなど）の  

実施回数  

2）新規利用者（契約に至った者）  

・調査月における人数  

・調査月における情報提供～利用指導・適合調整、フォローにおける延べ実施回数及び延   

べ訪問回数  

・フォローの結果実施したアセスメント～利用指導・適合調整、フォローの対象者数及び   

延べ実施人数・回数  

3）継続利用者（調査月に利用を終了した者を含む）  

・調査月における人数  

・モニタリングの対象者数及び延べ訪問回数  

・モニタリングの結果実施したアセスメント～利用指導・適合調整、フォローの対象者数   

及び延べ実施人数・回数  

・サービス担当者会議開催の通知を得たir－1数及び参加回数  

4）用具返却者（調査月に用具を返却したの者）  

・調査月における用具返却の児由別人数  

・調査月におけるサービス利用期間別人数  

・搬出作業の延べ実施［・－】数  

5）事業所が実施する消毒等の状況  

・消毒・保管業務（戻検、修理補修、洗浄、消毒、 乾燥、乾燥後検査、梱包、納庫）別実  

■施有無・頻度  

6）その他  

・福祉用具種類別のメンテナンスの′実施状況（訪問時に毎回実施する場合は訪問頻度、訪   

問時に毎回は実施しない場合の実施頻度）  

3   



5．調査結果のとりまとめ例  

（1）利用者の構成   

調査月における利用者の構成について確認を行う。契約に至らない新規利用者の割合に  

よってどの程度収益にならないサービスが提供されているか推測され、また、新規及び当  

月終了の継続利用者の割合によってどの程度の利用者の入れ替えが発生しているのかが分  

かる。  

（2）サービス別の実施頻度   

調査月における各サービスの実施頻度を確認し、資料3－1で把握されるサービス内容が  

全国的にどの程度の頻度で実施されているのかを把握する。また、実施対象別の構成を確  

認することで、特に継続利用者に対する再アセスメントの実施状況について把握できる。  

lケ月間の実施人数・延べ実施回数  
0    5   川  15   20   ～5  ：）0   35   40   45   50  

新規  新規  継続  継続  
（契約以外）（契約）（終了以外）（柊7）   

0ヽ  ご0ヽ  1ロヽ  6いヽ  員¢ヽ  101）ヽ   



（3）福祉用具種類別のメンテナンスの状況   

福祉用具種類別のメンテナンスについて、福祉用具種類別の実施状況の差について確認  

を行い、福祉用具貸与・販売の在り方についての議論のための基礎資料とする。3  

訪問時lこ毎回実施 訪問数回にl回実施 利用者の要望に応じて実施  

仇 1仇  2（粍  3肌 101 50ヽ  80ヽ  7仇  8仇  ％ヽ 1∝lヽ  

■いす  

特殊書台   

床ずれ防止用具  

体位豪農爛  

手すり  

スロープ  

歩行罫  

歩行補助つえ  

緋偶感匁1機器  

移動用リフト  

以上  

3第1回W（】では、福祉用異種類によらず「訪問時に毎回実施する」との意見が得られてい  

る。  

5   



ビスの提供実態に関する調査（案）  福祉用具サー   

●●県 ●●市・・■・－・－ t   

……●  ●●●●●●●●   

【調査の目的】  

介護保険制度における福祉用具サービスのあり方について、利用者の状態像に応じたサービス  
提供の状況、メンテナンスに係る実態状況、有効性等を明らかにすることが求められています。  
この調査では、福祉用具貸与・販売事業所が実施している具体的な作業内容について、全国にお  
ける福祉用具サービス提供の実態をさらに詳細に把握するため、特に「頻度」という観点からサ  
ービスの実施状況をお聞きするものです。  

【記入上のご注意】  
● この調査票では、利用者を次の4グループに分け、グループごとにサービスの実施頻度（グ  

ループごとのサービス実施回数の合計）をお聞きしています。  

1．新規相談者：10月中に新規に相談を受け、  

契約に至らなかったケース  

2．新規利用者：10月中に新規に相談を受け、  

契約に至ったケース   

3．新規利用者：10月以前からの利用者で、  

利用を継続しているケース  

それぞれのグループごとに、調査票の項目に沿って該当する数字をご記入ください。   

● この調査票では、日頃実施されておられる貸与・販売サービスの内容を次のような「サービ  

スプロセス」の区分で捉えていただき、その区分ごとに実施回数などをお聞きしています。   

（特定福祉用具販売サービスは一部プロセスを除く）  

＝
・
フ
ォ
ロ
ー
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
※
 
 

」
 
 

※この調査では、フォローとモニタリングを次のよう   

に区別しています。  

利
用
指
導
・
適
合
調
整
 
 
 

」
 
 

搬
入
・
設
置
 
 

」
 
 

契
約
 
 

」
 
 

用
具
選
定
 
 

」
 
 
 

ア
セ
ス
メ
ン
ト
 
 

」
 
 

相
談
 
 

∵
 
 

情
報
提
供
 
 

フォロー：納入後の使用状況確言忍  

納入の直後（10日以内程度）に、あらかじ  
め想定された利用状況が生活の中で実現  
されてし1るか、問題がないか等を確認し、  

必要な対応を行うこと  

モニタリングニ定期的な使用状況の確認  
一定の時間の経過のあと、利用者の状態  
像や環境の変化に伴う利用状況の変化  
や、用具の不具合等を確認し、必要な対  
応を行うこと   し

 
 

ケアマネジャーが行うアセスメントとは別に  
福祉用具貸与事業者として実施するアセス  
メントを意味しています。  

消毒・保管業務  

実際の作業の順番は上記のサービスプロセスのとおりでなくてもかまいません。   

平成21年10月中の業務の内容を、上記のサービスプロセスにあてはめてご回答ください。   

※それぞれのサービスプロセスに含まれる作業工程（例）については、別紙をご参照ください。   

● 実施回数については、実際の利用者の数ではなく「延べ実施回数」をご記入ください。   

例：利用者Aさんに2回、利用者Bさんに1回の場合、延べ実施回数は3回となります。   



Ql新規相談者の数   

平成21年 

いなし1卿用者の数を記入してください。  

例：  ■矧＝串  
・相談を受けたが、契約書を破り交わす段階に至っていない知用者  

Q2 サービス実施回数 

・以下のサービスプロセスについて、10月中にQlの対象者（新規相談者）に対して実施した回数（延べ回数）  
を記入してください。  

・1回あたりのおよその作業量を人×時間でお答えください。  

例：2人の担当者が3時間対応した場合：2人×写時間±6人一時間となります   

・サービスプロセスの内容については、別紙の作業工程を参照してください。   
作業工程ごとに1回と数えるのではなく、一連のサービス（実施しないエ程があってもかまいません）を実  
施した場合に、1回と数えてください  

・サービスプロセスの区分にまたがる内容を一連のサービスとして実施した場合（利用者の状態像を聞き取  

りする中で、居宅介護支援事業所を紹介した。など）は、（1）情報提供と（2）相談で各1回と敢えてください。  
・搬入・設置については、事業所で実施した場合と、レンタル卸・配送事業者等が実施した場合に分けてお  

答え下さい。  

1回あたり作業量  延べ実施回数   

（1）情報提供  

（2）相談  

（3）アセスメント  

（4）用具選定  

（5－1）搬入・設置（デモなど）（当事業所で実施の場合）  

（5－2）搬入・設置（デモなど）（レンタル卸・配送事業者の場合）   



以下では、新規利用者に対するサービスプロセスについて、お聞きします。  

図に示すように「初回のプロセス」と「二巡目のプロセス」に分けてお答えください。  

初回のプロセス  

※ここでのフォローとは、  

「納入後の使用状況確認」  

を意味しています。  
、継  ＿ヱ  

【  

一目の セス 

用具変更  

が必要 、tヨ  
Q4 初回のプロセスのサービス実施回数および訪問回数   

・以下のサービスプロセスについて、10月中にQ3の対象者（新規利用者）に対して「実施した回数（延べ回  

数）」およぴそのうち「（利用者宅を）訪問した回数（延べ回数）」を記入してください。  
注）二巡目のプロセス（納入後のフォローにより、新たに発生したプロセス）の回数は含みません。  

・1回あたりのおよその作業量を人×時間でお答えください。  
例：担当者2名が3時間対応した場合：2人×3時間＝6人・時間  

・サービスプロセスの内容については、別紙の作業工程を参照してください。   

作業工程ごとに1回と数えるのではなく、一連のサービス（実施しないエ程があってもかまいません）を実  
施した場合に、1回と数えてください  

・サービスプロセスの区分にまたがる内容を一連のサービスとして実施した場合（利用者の状態像を聞き取   

りする中で、居宅介護支援事業所を紹介した。など）は、（1）情報提供と（2）相談で各1回と数えてください。   
■搬入・設置は、事業所実施の場合と、レンタル卸・配送事業者等が実施した場合に分けてお答え下さい。  

電話なども  
含みます  

1回あたり  

作業量  
実施回数  

（1）情報提供  人・時間  

（2）相談  

（3）アセスメント  

（4）用具選定  

（5）契約  （利用者ごとに1回）  

（6－1）搬入一設置（当事業所で実施の場合）  

（6－2）搬入・設置（レンタル卸一配送事業者の場合）  

（7）利用指導・適合調整  

（8）フォロー（納入後の使用状況確認）  

実際に訪問した回数の合計  

3   



以降のプロセス）  用具変更に伴うサービス実施回数および訪問回数（二巡目   

次のプロセスに？いて′、q5申対革軍畑異変更対革者）に対して、r実施した回数（延べ回数）」と、そのう  

ち「（利用者宅を）訪問峠回数（延べ画数）」を罪人してください。  
注）ロブロセスにおけ   口 は めないでください  
2準目のプロセスのあとに、さらにプロセスの繰返しが発生した場合には、それらの実施回数を合算し  

てください。  

1回あたりのおよその作業量を人×時間でお答えください。   
例：担当者皇名が3時間対応した場合：2人×3時間＝．6人・時間  

サービスプロセスの内容についてはi∴別紙の作業工程を参照してください。  
作業工程ごとに1回と数えるのではなく、一連のサービス（実施しないエ稼があっ七もかまいません）を  
実施した場合に、1回と敢えてください  
サービスプロセスの区分にまたがる内容を一連のサービスとして実施した場合は、それぞれのプロセス  
で各1回と数えてください。  

搬入・設置は、事業所実施の場合と、レンタル卸・配送事業者等が実施した場合に分けてお答え下さ  

い。  

1回あたり  

作業量  

電話なども  

含みます  
訪問回数  実施回数  

（1）アセスメント  

（2）用具選定  

（利用者ごと  

に1回）  
（3）契約  

（4－1）搬入・設置（当事業所で実施の場合）  

（4－2）搬入・設置（レンタル卸・配送車業者の場合）  

（5）利用指導・適合調整  

（6）フォロー（納入後の使用状況確認）  

実際に訪問した回数の合計   



以下では、継続利用者のうち、当月のモニタリング対象者に対するサービスプロセスについてお聞きします。  

図に示すように「モニタリング」と、モニタリングの結果、用具の変更を検討するための「再アセスメントに伴う  

プロセス」に分けてお答えください。  

電話なども 
含みます  

実施回数   訪問回数   
1回あたり  

Q9モニタリング実施回数および訪  作業量  

・10月中にQ7の対象者（継続利用者            モニタリングを  

実施した回数（延べ回数）」と、そのうち「（利用者宅を）訪問し  

た回数（延べ回数）」を記入してください。  

※人数ではなく、延べの回数を記入してください。   

・1回あたりのおよその作業量を人×時間でお答えください。   

例：担当者2名が3時間対応した場合：2人×3時間＝6人・時間   回   回   人・時間  

■モニタノングの内容については、別紙の作業工程を参照して  

ください。  

作業工程ごとに1回と数えるのではなく、一連のサービス（実   

施しないエ程があってもかまいません）を実施した場合に、1  

回と数えてください   

5   



Qll再アセスメントIこ伴うサービス実施回数串よび訪問回数 

・次のプロセスについて、QlOの対象者く南アセスメシト対象者）に対して、r実施した回数（延べ回数）Jと、  

そのうち「（利用者宅を）訪問した回数（延べ回数）」を記入してください。   
■1∵固あたりのおよその作業量を人×時間でお答えくださいふ  

例：担当者2名が3時間対応した場合：2人×3時間＝6人・時間 

・サービスプロセスの内容た？いては、別紙の作業工程を参照してください。  
作業工程ごとに1回と数えるのではなく、一連のサービス（奥地しないエ程があってもかまいません）を  
実施した場合に、1呵と敢えてください  

・サービスプロセスの区分たまたがる内容を－連のサービスとし七実施した場合峰、それぞれのプロセズ  
で各1ン回と敢えてください。  

・搬入一設置は、事業所実施の場合と、レンタル卸・鹿送事業者等が実施した場合に分けてお答え下さ  
い。  電話なども  

含みます  1回あたり  

作業量  
実施回数  訪問回数  

（1）アセスメント  

（2）用具選定  

（利用者ごと  

に1回）  
（3）契約  

（4－1）搬入・設置（当事業所で実施の場合）  

（4－2）搬入t設置 （レンタル卸・搬送事業者の場合）  

（5）利用指導・適合調整  

（6）フォロー  

実際に訪問した回数の合計   



Q13用具返却者の数  

10月中に旦具（使用している用具の一部、または全部）   

を返却した利用者の数を記入してください。   
人  

※用具や機種の変更の場合も含みます。   

Q14利用を終了した理由   

・Q13の対象者（用具返却者）について、用具を返却した理由別に人数を記入してください。   

なお、個々のケースにおける理由は下記のいずれか1つ（理由の重複はなし）としてください。  

死亡   人  

入院・入所   人  

その他   

（利用者本人の状態像の変化や介護環境の変化など）   
人  

Q15利用期間   
・返却された用具について、利用期間別に件数を記入してください。  

1か月未満   件  

～3か月未満   件  

～6か月未満   件  

～1年未満   件  

～3年未満   件  

～5年未満   件  

～5年以上   件  

不明   件   

Q16搬出の実施回数  当事業所実施回数   
1回あたり  

作業量   

・10月中にQ13の対象者（用具返却者）に対して「搬出を実施  

した回数（延べ回数）」を記入してください。   

回   人・時間  
例：担当者2名が3時間対応した場合：2人×3時間   

＝6人▲時間   

・サービスプロセスの内容については、別紙の作業工程を参   

照してください。  屈迷事業者専募海国料  

・作業工程ごとに1回と数えるのではなく、一連のサービス  

（実施しないエ程があってもかまいません）を実施した場合   

に、1回と数えてください。   回  

・レンタル卸、配送事業者などに委託している場合は、配送   

事業者等実施回数欄にお答え下さい。  ・1回あたりのおよその作業量を人×時間でお答えください。  



Q17消毒一保管業務の実施状況   

・以下に示す消毒・保善業務について、実施の有無をお答えください。   

・貴事業所で実施し七いる場合には、その作業が発生    する頻度について、右欄の1－6のうち、もっともあ   

てはまるものに○をつけてください。（対象とす専用具の種類は問いません）   

・1回あたりのおよその作業皇を人k時廟せお苓葺くたさいb   

例＝担当者2名が3時聞知応した場合：セ人・不3暗面≒6人・時間  

・サービスプロセスの内容については、別紙の作業エ    ．軽重参照してください。  

夷施状況  1回あたり作業量  

2．2．3日に一度実施   

4 実施していない   

1主に当事業所で実施一→   

2 主に他事業所・専用施設で   

3 主にレンタル卸などで実施   

4 実施していない   

1主に当事業所で実施 →   

2 主に他事業所・専用施設で   

3 主にレンタル卸などで実施   2週間に1回程度実施  

1主に当事業所で実施 →   

2 主に他事業所・専用施設で   

3 主にレンタル卸などで実施   2週間に1回程度実施  

4 実施していない   5．月に1回程度実施  

4 実施していない   

1主に当事業所で実施 →   

2 主に他事業所・専用施設で   

3 主にレンタル卸などで実施   2週間に1回程度実施  

4 実施していない   

1主に当事業所で実施 →   

2 主に他事業所・専用施設で   週に1回程度実施  

3 主にレンタル卸などで実施   

4 実施していない   



Q18用具種類別のメンテナンス実施状況   

利用者宅を訪問した際に、用具のメンテナンスをどの程度実施していますか。もっとも当てはまるものに○   

をつけてください。   

※ここでのメンテナンスとは、福祉用具の状態の確認および部品の交換、修理、調整などを指します   

（例：幸いすのタイヤの空気圧の調整など）。  

（1）幸いすおよぴ   
1．訪問の都度、必ず実施している  →訪問頻度  、月に1回程度  

2．訪問の都度、実施するわけではない→実施頻度  
付属品  3．実施していない  

（2）特殊寝台およぴ  付属品  三：芸器芸票差こ芸芸芋覧言呈是ない二笠霊芸夏日芸三雲……壬冨琵霊  

3．実施していない  

（3）床ずれ防止用具  1．訪問の都度、必ず実施している  →訪問頻度    か月に1回程度    2．訪問の都度、実施するわけではない→実施頻度  
3．筆施していない  

（4）体位変換器   2．訪問の都度、実施するわけではない→実施頻度  

3．実施していない  
1．訪問の都度、必ず実施している  →訪問頻度    か月に1回程度        か月に1回程度  

（5）手すり   2．訪問の都度、実施するわけではない→実施頻度  

3．実施していない  
1．訪問の都度、必ず実施している  →訪問頻度    か月に1回程度        か月に1回程度  

（6）スロープ   2．訪問の都度、実施するわけではない→実施頻度  

3．実施していない  
1．訪問の都度、必ず実施している  →訪問頻度    か月に1回程度        か月に1回程度  

（7）歩行器   ない  

3．実施していない  

（8）歩行補助つえ   ない  

3．実施していない  
三二芸器芸票霊こ芸透写覧言ご畏二雲霊芸笠目喜三雲…三三冨琵霊  

（9）認知症老人排梱    1．訪問の都度、必ず実施している  →訪問頻度    か月に1［亘程度    2．訪問の都度、実施するわけではない→実施頻度  
感知機器  3．実施していない  

か月に1回程度  

（10）移動用リフト  

3．実施していない  

1．訪問の都度、必ず実施している  →訪問頻度    か月に1回程度  

（11）腰掛便座  2．訪問の都度、実施するわけではない→実施頻度  

3．実施していない  

1，訪問の都度、必ず実施している  →訪問頻度    か月に1回程度  

（12）特殊尿器  2．訪問の都度、実施するわけではない→実施頻度  

3．実施していない  

1．訪問の都度、必ず実施している  →訪問頻度    か月に1回程度  

（13）入浴補助用具            2．訪問の都度、実施するわけではない→実施頻度  

3．実施していない  

1．訪問の都度、必ず実施している  →訪問頻度    か月に1回程度  

（14）簡易浴槽  2．訪問の都度、実施するわけではない→実施頻度  

3．実施していない  

（15）移動用リフトの   
1．訪問の都度、必ず実施している  →訪問頻度    か月に1回程度  

2．訪問の都度、実施するわけではない→実施頻度  
つり具  3．実施していない  

設問は以上です。ご協力ありがとうございました。  

9   
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【福祉用具貸与／販売サービスのプロセスと作業工程】  

●福祉用具専門相談員が居宅介護支援事業所へ訪問や、利用者・家族・介護支援専門員等からの電話、FAX、  
または当事業所に来所された際、受付を行う。  
●基本情報の聞き取り・氏名・年齢・住所・連絡先・かかりつけ医・介護認定の有無■身障有無・ニーズの確認・訪  
間日程の打ち合わせ・必要な関連事業者への連絡・調整など。  

福祉用具サービス提供の依頼の 受付                  ●利用者や家族から相談・依頼の場合は、その後に介護支援専門員へ連絡をとる、または、利用者から介護支援  
専門員に連絡とってもらうように説明し、介護支援専門員から連絡をもらう。  
●医療機関からの患者の退焼後の在宅における用具ニーズにおいては、相談会埠への訪問・出席することも多  
い。  
●福祉用具専門相談員が相談受付宗に内容を記録し、顧客什報をパソコンへ入力する。  

●来所・t話での受付時や、アセスメントやモニタリングで利用者宅を訪問した時等に福祉用具専門相談員より、  
福祉用具貸与や特定福祉用具購入のサービス内容、利用条件・費用等の説明。  
●介護保険サービス受給の手続きを記したカタログやフローチャート行政発行の冊子等を使用して、認定手続き  
の説明。  

介護保険制鹿の説明  ●要介護認虐を受けていない利用者には、介護保険全体の説明をし、申請方法、福祉事務所や地域包括支援セ  
ンタ一等を紹介する。  

情  ●認定を受けている方には福祉用具サービスを受けるまでの所定の手続きを説明。電話で理解されない方には訪   
報  間により説明。   
提 ●福祉用具関連の制度変更がある場合は、介護支援専門具にも説明。  
供  

●受付時に福祉用具専門相談員によらて、介護保険制度の説明と同時に、事業所のサービス内容・特長を説明。  
事業所が提供するサービス内容 の説明  

●利用者が別のサービスを希望されている場合は、適切な事業所を紹介する。  

●介護認定・ケアプラン・包括・居宅・他サービス受給の聞き取り・確認を行い、必要時は関連事業者への連絡・調  

ケアマネジメントの状況の聞き取 り  
ビス状況等を確認する。  
●介護支援専門員に、ケアプランの第1票から3票までの提供を要請する。  

●利用者が居宅介護支援事業者と契約を結んでいない場合に紹介する。  
●かかりつけ医等の情報の聞き取りを行い、居宅が併設されていればダイレクトに相談を促す、または代行。関連  

居宅介護支援事業所の紹介  
●ご利用者から具体的な居宅介護支援事業所の紹介を依頼された場合は、利用者に対して個人情報を提供して  
良いか確認を取り、居宅介護支援事業所に対しても、受け入れが可能であるか確認した上で紹介する。   

●福祉用具寺門相談員が訪問や電話により、アセスメント表等に沿って利用者のADL状態、家屋の状態、介護状  
態、疾病名、利用者の意向、家族の意向等基本情報や状態像を確認する。  

利用者の状態像の聞き取リ  ●利用者に連絡する前に、ケアマネやリハビリ担当のPT・OTから利用者のADL状態、介護状態等を確認すること  
もある。  
●退院前の家屋評価や新規サービス導入のためのカンファレンスに参加して確認する場合もある。  

利用者が受けている介護の状況  

の聞き取り  
ビスの利用状況を確認し、ケアプランの提供を受ける。  
●福祉用具専門相談員が家族・利用者の自宅に伺い、状況を確認する。  

相  
談  

●福祉用具専門相談員が介護支援専門員に電話や面談してアセスメント表等に沿って利用者や家族の希望、介  
護状況、他のサービスの利用状況を確認をし、ケアプランの提供を受け、福祉用具の利用について検討する。  

福祉用具へのニーズの聞き取り  
●福祉用具専門相談員が家族・利用者の自宅に伺い、状況を確認し、利用者や家族の希望と、それを実現するた  
めの福祉用具の利用について（住宅改修も併せ）検討する。  

介護支援専門員・利用者から提  
供された情報の整理   メント票等に記載する。  



調査票別紙  
【福祉用具貸与／販売サービスのプロセスと作業工程】  

ビス事業者との同行訪問の調整を行う。  
問者護等といった関係機関と連携を図る事もあり、そ 

●手配する福祉用具の報告書を作成し、その報告書を基に商品管理者が倉庫より出荷作業を行う。  

宅を訪問し、ADL状況・問題点の把握に努める。  
らば介護支援専門員や専門職から情報把握を行った上で訪問する。また 

に修正・加筆を加え、実態を把握する。実際の動作を行ってもらっ  
ご家族やサービス事業者からの生の情報を収集する。  

用を想定した場合の環境整備プランの原案作  

握を行った上で訪問する。また介護支援専門員の同行を依頼   

プランとの整合性を図る。   

。   

の個別援助計画やアセスメント票に落とし込むための事前記録。そこから導かれた福祉用具をカタログ等  

改善目標は、福祉用具導入前に開催されるサービス担当者会議にて利用者・家族・関係機  

利用者宅を訪問し、利用者・家族の意向、介護者の介護能力の  

個別援助計画書の作成   

ついての課題を話し合う。  
●担当する福祉用具専門相談員が出席し、福祉用具の情報提供、必要性について意見を述べる。利用者宅や医  サービス担当者会議への参加  

●担当する福祉用具専門相談員（もしくはモニタリング担当者）が出席し、アフターサービス記録表や個別援助計  
画書に基づいて福祉用具に関するモニタノング 明。  

●介護支援専門員とその他の介護サービスとの な情報提供を行う。特に独居利用者で  
あれば、他介護サービス（例えば訪問看護など）が入っている時間を確認、その時間帯に合わせて訪問する。  
●①居宅サービス計画書②相談受付表③ケアカンファレンス報告書④モニタリング報告書⑤利用実績表等  

居宅介護支援tその他の介護 サ 
ービスとの連携・調整  

伝達は介護支援専門員を介して行なう。  
●可能ならば、商品選定の際、福祉用具専門相談員が介護支援専門員や他サービス事業者（看護師、ヘルパー）  

用  と日程を調整して、利用者宅で介護支援専門員が立会いをして、実際に他サwビス事業者（看護師、ヘルパー）   

具  こ福祉用具を使ってデモを実施する。   
選  
定  ●アセスメント等の結果を踏まえ、福祉用具の選定を行う。  

利用する福祉用具の確定  
●福祉用具専門相談員が提案した福祉用具について、利用者・家族の方に同意を得る。また介護支援専門員に  
ま報告し、確認してもらう。  
●利用者や家族に実際に触れて頂く為の機会を提供し、最終的に決めていただく。  

●担当する福祉用具専門相談員もしくは事務職員が、レンタル・販売実施報告書を作成、利用する福祉用具・利用  
開始日・納品日等を決定。  

受注・福祉用具手配の事務  ●報告書をもとに担当官業または事務社員が、納品準備に伴う社内帳票の起票、システムヘの入力。  
●介護支援専門員には、福祉用具選定理由や詳細、利用単位数の説明、納品日等の連絡。  
●商品管理担当者は福祉用具専門相談員の連絡を受け福祉用具を手配（発注や在庫確保）。  

●介護支援専門員に、サービス担当者会議の開催を要請する。  
軽度者に係る理由書取得等の調   
整   用者・家族については理由書や協議書を持ち、手続きや申請の説明を行う。  

●保険者に例外給付に伴う申請許可を行なう。   
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【福祉用具貸与／販売サービスのプロセスと作業工程】  

●担当する福祉用具専門相談員、もしくは事務職眉が、実施するレンタル・販売実施報告書を基に、システムに入  

契約書類の作成  
力業務を行なう。  
●事務担当者または福祉用具専門相談員が、書類を出力。契約書の他、取扱説明書、重要事項書類の準備も行  
う。  

契約書の内容説明   
●担当する福祉用具専門相談員が、契約書、契約書別紙（商品及び料金明細記載）の内容を利用者及び利用者  
家族等に説明する。  

契  
約  

●担当する福祉用具専門相談員が、重要事項説明書の内容を利用者及び利用者家族等に説明する。  
重要事項の説明  ●営業時間やアフターサービえ・苦情窓口等の説明と署名。また緊急時の対応策として、主治医・利用者・家族の  

緊急時の連絡先を聴取、記入頂き、最後に署名（2部）をお願いする。  

契約の取り交わし   ●担当する福祉用具専門相談員が商品納品・契約変更時に、利用者及び利用者家族に契約書の内容を説明し了  
承いただいた後、契約書を2適作成し押印いただく。1通は客先控えとし、もう1通を事業所控えとする。   

●利用者宅に電話をし、先方の都合に合わせ、日時を決める。  

搬入日の日程調整  ●介護支援専門員同行の場合はその点も考慮する。他のサービス事業者と連携を図りながら、日程調整する場合  
も多い。  
●日程が決まったら、介護支援専門員に報告する。  

輸送車両への積み込み  

●利用者の希望を考慮し、効率の良いルート計画策定を心掛け、時間、距離のロスを回避する。  
●納品前の商品と、回収後の商品が混在しないように、ルート計画を立てる。  

●利用者の身体状況やニーズに合わせて、福祉用具の適合、調整を行なう。  
福祉用具の適合調整作業  ●福祉用具専門相談員が、まず、実際に使用している状況を、利用者・家族に見ていただき、その後、実際に利用  

者に使用させ適合、調整を行う。（適合確認チェックシートなど）  

●福祉用具専門相談員が利用者、家族、介護者に対し、取り扱い方法を口頭、実演にて説明。利用者、家族、介  
利用者・介護者への使い方の指   
導  

：…  ●介助者が複数（ヘルパー、デイ、ショート等）である場合、それぞれの介助者への取り扱い説明を実施。   

ご  

保守・事故防止対策の説明  ●事業所が提供するサービス内容、契約書、重要事項説明書に記載されている内容の説明、確認、同意。    ●取扱説明書等も利用して、実際に商品を使用していただきながら、保守一事故防止対策の説明を行なう。  
●過去に誤って使用した例なども、併せて紹介し、注意を促す。  

不具合があった場合の連絡先等  
確認   場合の対応や緊急連絡先、苦情事故処理窓口等の情報提供。   
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【福祉用具貸与／販売サービスのプロセスと作業工程】  

納品後の使用   
状況確認  

●福祉用具専門相談員より、利用者・家族に納入後（10日以内などで）希望訪問日を確認し、日程調整。介護支援  
訪問日の日程調        専門員や他の介護サービス事業者の同行が必要な場合も同様に日程調整を行う。  
整  ●納品時に日程を決める場合もある。  

●福祉用具専門相談員が納入後（10日以内など）に訪問し、利用者・家族・介護者へ再度使用方法を説明し、理解  
正しく利用できて いかどかの  るう確   
認  

●帰社後、使用状況、適合状況を介護支援専門員にモニタリング報告書にて報告するくファックス）。  

●福祉用具専門相談員が納入後（10日以内など）に訪問し、利用者・家族・介護者へ再度使用方法を説明し、理解  
利用者・介護者へ  
の使い方の指導  

●帰社後、使用状況、適合状況を介護支援専門員にモニタリング報告書にて報告する（ファックス）。  
▼‾¶¶‾  「 

福祉用具の動作   
弓確認属調整  

定期的な使用   
●介護支援専門員や他の介護サービス事業者の同行が必要な場合も同様に日程調整を行う。  

状況確認整  

、＝＝，－た主 こ認   
。     ●帰社後、使用状況、適合状況を介護支援専門員にモニタリング報告書にて報告する（ファックス）。  

●福祉用具専門相談員が3ケ月に1度訪問し、「アフターサービス実施記録票」等を用いて再アセスメント、利用者・  
きフ  利用者のADL状  

況澗題点の把握  
†丁つ。  

ン  ●福祉用具専門相談員が3ケ月に1度訪問し、「アフターサービス実施記録票」等を用いて再アセスメント、利用者・   
グ  利用者が受けてい  

る介護の体制・状  
況・問題点の把握  

●アセスメント時と比べて変動がないかあるいは導入時に比べて状況が向上しているか確認する  

●福祉用具専門相談員が3ケ月に1度訪問し、福祉用具の使用状況、ADL状況、介護の体制・状況を把握する。利  

福祉用異変更の 蓬要望ヲ豊子欝  
、 

加）  報告の上、場合によっては、サービス担当者会議を開催し、その妥当性を検討する。  

●福祉用具専門相談員が3ケ月に1度訪問し、「取扱説明書」や社内の「用具点検事項一覧」を用いて動作確認等  
を行い、不具合等のある福祉用臭が有れば、利用者・家族の希望日時に合わせて日程調整し、代替商品との交  

不具合等のある  
福祉用具の交換   ●福祉用具に不具合がある場合には、その場で修理する。修理が出来ない場合には、即日交換する旨を利用者・  
手配・交換  家族に伝え、速やかに正常品と交換する。  

●手配は、故障・事故報告書を作成し、その内容をパソコンシステムに入力して行う  

●納品後、3ケ月ごとに、福祉用具専門相談員が利用者宅に伺いモニタリング時に実施する。  
福祉用具の清拭             ●簡単な汚れや挨などは、その場で拭き取り、汚れや劣化が酷い場合は代替商品と交換を行う。  
等  ●特に車椅子、歩行器等はブレーキ部分の泥汚れ等をチェック（清拭）、その他用具に関しても挨等の付着を  

チェックし必要に応じてふき取る。  

庖票差芸罷篭             ●利用者・家族の希望日時に合わせて日程調整し、福祉用具専門相談員が訪問し、福祉用具の移動、組み立て、     再調整等を行う。  
祉用具の移動  

●利用者・家族の希望日時に合わせて日程調整し、福祉用具専門相談員が訪問し、1年に1度実施する。  
●他の介護サービス事業者の協力が必要な場合も同様に日程調整を行う。  

1竺期竺  

介護支援専門員への報告・記録  
の作成  援専門員に直接、またはファックスにて報告する。   

4   
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【福祉用具貸与／販売サービスのプロセスと作業工程】  

搬出日の日程調整   
●福祉用具専門相談員より、利用者・家族に希畢訪問日を確認し、日程調整、搬出日を担当介護支援専門員へ  
報告する。  

福祉用具の点検（物品過不足・外  
見のチェック）   ●合わせて、／トコードリーダーにて商品バーコードを読み込み、物品過不足を再確認する。  

搬出ルートの確保（養生等）   ●福祉用具専門相談員が利用者、家族に対して搬出ルートの確認。    ●家財保護の為、ベッドパット等による養生実施。  

搬  
出  等）   清掃を行う。  

輸送車両への積み込み   ●福祉用具専門相談員が商品に破損、荷崩れ等が生じないように、丁寧に積み込みを行なう。  

輸送  
●自社の福祉用具専門相談員が破損に気を付け安全に帰社する。  
●荷台と運転席が隔離された専用車両により用具を輸送する  

●商品が積載された状態で福祉用具専門相談員が二酸化塩素消毒機スプライザーミニで噴霧消毒し10分放置。  
輸送車両の消毒  ●その後商品を下ろした状態で同作業を再度行なう。  

●「専用運搬車両消毒記録票」を作成する。   

5   



調査票別紙  

【福祉用具貸与サービスで実施している消毒・保管等業務の内容】  

外し可能な部品の有無の確認。  

カビ、などの外観と形状チェック。可動部はジョイント部分  
、雑音、コントローラーの通電、接触不良、断線、バッテリ  

障、∴破損箇所を特定し、消耗、劣化か故意的なもの 
し見積りを契約者に提示し請求する。消耗劣化と判 

●アルカリ水にて流水洗浄を行う。マットレス等は専用工場で丸洗いを行う。  
●通常流水洗浄を行っているが、駆動部や電子部品があるような商品は流水洗浄ができない。  
●車椅子・スロープなど、ウォーターガンを使用。  
●自動洗車機によるキャスター、タイヤの洗浄。  

●アルカリ水を直接噴霧し（もしくはウェスに染み込ませ）スポンジやウェスにて清拭を行う。  
併せて各部動作確認、機能チェックを行なう。   

6   



調査票別紙  

【福祉用具貸与サービスで実施している消毒■保管等業務の内容】  

消毒方法（酸性水消毒、オゾンイ オン暮蒸消毒 
、MRガス消毒、二 酸化塩素消毒等）の選択   

感染症）  

●マットレス・床ずれ防止用具・クッション類を専用台車に積載し消毒機械へ入庫する。  
●その他、感染症の利用者が使用した商品についてはビニールに梱包された状態のまま消毒機械の中へ搬入  

消毒機械への福祉用具の入庫          し、庫内でどニールを開封する。  

消  ●特定の商品のみ洗浄工程終了後オゾン庫へ入庫する  

．■■ 一事  ●新商品の消毒や新たな病毒感染等の場合には、メーカーと相放して調整する。   
行  ●消毒対象物がマットレス・一般菌の場合→設定温度600c・エ程時間60分   
程  消毒対象物がエアーマット疹癒が付着した恐れのある、電動ベッド電動機器の場合→設定温度470c・エ程時間  

消毒機械の調整  
180分  
重度汚染→設定温度60℃エ程時間240分  

●専用の作業工程表示板を設置してあり、温度、時間、エ程、エラーが視覚的に確認できる。  
●作業担当者が機器の作動チェックを行い。定期的にメーカーが保守点検を行う。  
●遇一回機能チェックを行い、不具合時は部品交換をし、機能を保つ  

●消毒工程に問題が無かったか、消毒機のモニターで確認、出庫する。  
消毒機械からの福祉用具の出庫                                        ●消毒機から消毒済み商品を専用テナーごと取出し、消毒剤使用記録簿、消毒性能記録簿作成保管。  

●事業所によっては消毒管理システム工程終了後にまとめてオゾン庫より搬出   

●水気をウェスで拭きとる。手の届かないところは、エアーガンによって水気を飛ばす。  
自然乾燥  ●ウェスでふき取り後、乾燥スペースで専用の清潔テナーにのせて完全乾燥。  

乾  ●流水洗浄後乾燥場所へ商品を移し乾燥後に清拭洗浄を行う。  
燥  
工  ●カバー類やマットレスクッションについては 消毒機内で熱乾燥を行う。ジェルクッション等 商品の材質によっ   

機械乾燥                  程  
ては熱乾燥ができない物は自然乾燥を行う。  
●急ぎで乾燥する必要のある場合に、消毒機内で熱乾燥を行う。  
●特定の商品のみグループ会社へ委託する。   

●外観の目視による確認。組立による変形等の確認。  
部品の変形・破損等検査  ●マットレス等は計測台にて縮みの確認を行い、検針機にて異物の混入確認、触診にてヘタリの確認。  

●検査員が工程管理票の確認を行い用具を検査後検品票を発行。  

●幸いす関連は、車軸を回転させて車軸の歪み、ブレーキの効き、タイヤのエアーチェック。シートの汚れ確認。  
●ベッド等電動駆動部は、稼動・異音検査、制動確認、安全装置の稼働確認。  

乾  

燥  
●最終工程確認者が再度動作確認後、消毒工程管理票を発行。  

後  
●特定の商品のみ消毒工程終了後にも動作確認を行い、洗浄不良の場合は再度洗浄。   

検  

洗浄結果検査・再洗浄の処理  
●検査員が工程管理票の確認を行い、用具を検査後検品票を発行する。  

●商品を構成する部品の確認。組立ネジ等の種類・数の確認。取外し可能な部品の有無の確認。  
欠品検査  ●作業担当者が欠品確認を行い、最終工程確認者が再度、欠品確認を行う。（客先納品時には営業担当者がもう  

一度、欠品確認を行う。）   

●社名、消毒済みマーク、フリーダイヤル入りの包材を発注  

包材の管理・選択  ●全てビニールによる梱包。適したサイズのどニールを選択する。  
●梱包材は清潔庫倉庫にて保管管理を行う。素材の選択は本社業務部が行う。  
●ビニールロール2種類（幅120cm．60cm＿）、長さは自由  

梱  

包   機械梱包  
●ユニバーサルオートシーラーによる梱包。   

行  ●用具の大きさにより梱包機によりビニールを圧着密閉する。  

程  

●梱包機で梱包できないサイズ（特殊寝台のモーター部等）は手作業で梱包を行う。  

手作業梱包  
●ビニールロールを商品の大きさに合わせて裁断し、両側をハンドシーラーにて密閉する。  
●足踏み式シーラーを使用し二人一組にて社名入り包材での密閉梱包を行ない梱包終了時にシルバーマーク  
シール貼付。  

●個晶管理されたバーコードNoを読み取り、台車ごとトラックに積載し、営業拠点倉庫に移動する。   

納  
福祉用具の倉庫への移動  

●同じ建物内にある営業所倉庫へ移動する場合は、専用テナーを使用し運搬する。  

庫  

管 理  

福祉用具の倉庫への納庫     ●した台と所倉にする。    ●製品庫への納庫する前に、個品バーコードをスキャンニングしてから納庫。  
積載車ご営業庫納庫  



資料4－1  

利用効果に関する定点観測調査  

1．調査の目的   

福祉用具貸与サービスの長所のlつは、利用者の状態（生活機能。自立度）等や利用者の意向  

の変化（以下、ニーズの変化）に応じて、使用する福祉用具を柔軟に変更出来る点にあり、ニの  

点が特定福祉用具販売とも大きく異なっている。しかし、これまでのところ、福祉用具サービス  

においてニーズの変化に応じた福祉用具の変更がどのように行われているかについて実態は把握  

されておらず、その効果は不明である。   

そこで、本調査は、特定福祉用具販売の種目も含め、ニーズ変化に応じた福祉用具の変更の実  

態について継続的に把握し、福祉用具サービスの効果について評価を行うことを目的として実施  

する。  

2．調査の概要  

（1）調査の対象及び選定方法   

調査の対象は、調査開始月に福祉用具サービスを利用し始めた1要支援・要介護者約200人と  し、  

選定された要支援・要介護者について定期的（継続的）に調査を行う。   

調査対象の選定は保険者から紹介を受けた居宅介護支援事業所における利用者のうちからテク  

ノエイド協会が行うものとし、サービスを提供する福祉用具貸与・販売事業所の影響がないよう  

に配慮を行う。また、居宅介護支援事業所における選定は、使用されている福祉用具の種類に偏  

りがないような選定となるように配慮を行う2。  

ゝ∴、  

なお、保険者については、厚生労働省老健局振興課にご協力頂き、4保険者の協力を得られる  

ことになっている。  

1調査月に利用を開始する事例が得られない福祉用具については「既に利用している」利用者も  

含めて調査を行う。  

2調査期間中にADLの変化が明らかに見込めない重度（要介護5等）や特殊な家屋の状況の利用  

者については選定を行わない。  

1   



（2）調査期間及び調査周期   

調査期間は、平成21年8月～平成22年2月の7ケ月間とする。   

過去の調査結果（「介護保険における福祉用具貸与の実態に関する調査研究事業（平成20年3  

月）」）から福祉用具の変更が多いと想定される利用開始当初についてできるだけ密に把握出来る  

ように、調査周期は、平成21年8月～10月までの間は毎月1回、平成21年11月～平成22年2  

月までの間は2ケ月に1回の周期とし、調査期間中に5回の調査を実施する。   

ただし、実務上の制約から、平成21年8月の新規利用者のみでは目標とする調査対象数を確  

保できないことが想定されるため、平成21年9月の新規利用者も対象とする。  

平成21年  平成22年  

6月  7月  8月   9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月   

第1回調査  ◎  

第2回調査  ◎  ○  

第3回調査  ◎  ○  

第4回調査  ◎○  

第5回調査  ◎ 

◎ 8月新規利用者  
0 9月新規利用者   

調査期間 7か月  

定点調査終了   定点調査開始  



（：〕）調査の方法   

調査は、調査員による訪問面接法によって実施する。   

利用者の状態（生活機能・自立度）、家屋の状況等について適切に聞き取りができるように、づ  

ハビリテーション専門職養成学校の学生を調査員として派遣することとし、各回の調査では同  

調査対象について同一の調査員が調査を行㌔   

調査員は、毎回の訪問時に利用者の状態（生活機能・自立度）、家屋の状況等の聞き取りを行う。  

また、第1回目の訪問時には、福祉用具サービス利用前の状態（生活機能・自立度）についても  

併せて聞き取りを行う。   

なお、調査対象となった利用者についての属性情報（氏名、住所、年齢、要介護度、生活機能・  

自立度、家屋の状況、介護者の状況等）については居宅介護支援事業所から提供を受ける。また、  

第1回の調査については、担当の介護支援専門員が同行し、調査対象者への説明等について協力  

を得る（〕  

：う   



（参考1）調査対象の選定方法について   

調査対象の選定方法については、その選定ができる限り悪意的にならない方法が望ましい。福  

祉用具貸与利用者を選定する方法としては、次の3つの方法が考えられる。それぞれ次のような  

特徴が考えられるが、実務的な面で実現可能性が高い②の方法を採用することとした。  

方法   特徴   採用   

①保険者が選定   ・福祉用具サービスの提供主体と直接関係が  

ないものが選定を行うため、悉意的な選定  

となる可能性は低い。  

・保険者が把握している情報（要介護認定情  

報・給付情報）では調査開始月から利用開  

始する利用者を捕捉することが難しい。  

・保険者の事務的な負担が大きい。  

・事前の保険者ヒアリングでは負担の大きさ  

から協力を得ることが難しい。  

② 居宅介護支援事業所が選定   ・福祉用具サービスの提供主体ではないもの  

が選定を行うため、窓意的な選定となる可  

能性は低い。一部に福祉用具貸与事業所を  

併設しているなど、無関係とは言えない  

が、③に比較すれば充分低いと考えられ  
○   

る。  

・調査開始月から利用開始する利用者が確実  

に捕捉可能である。  

③ 福祉用具貸与事業所が選定   ・福祉用具サービスの提供主体が選定するた  

め、悉意的選定になる可能性がある。  

（参考2）調査員の選定について   

調査員については、利用者の状態（生活機能・自立度）、家屋の状況、福祉用具貸与への満足度  

（資料4－2にて別途説明）等について適切に聞き取りを行える者である必要がある。その意味に  

おいては、調査対象を担当する介護支援専門員を調査員にすることが、利用者との関係及び専門  

的なスキルの面から好ましいと考えられる。   

一方、介護支援専門員の業務負担の現状を考慮すれば、通常の業務に加えて本調査に協力する  

ことは困難である。そこで、次善の方法として、→定の専門的スキルを持つと想定されるリハビ  

リテーション専門職養成学校の学生を調査員とすることとした。   



3．生活機能・自立度の把握・評価方法   

生活機能・自立度の把握・言冊旺主、Al〕1」INDEX（Scandinavia）：jを基に京都女子大学 山国教授  

が作成した簡易型自立度評価表を用いて評価を行う。   

簡易型自立度評価表では、ノヒ括行為自立度順位尺度（横軸）によって自立度の評価が可能とな  

っている。  

自分で助け  用具を使っ  人の補助を  自分では  
無しでやっ  てほぼ自分  利用して自  できない  

評価項目  ている   でやってい  

る   いる   たはやって  

いない  

①食べる  

②排泄  

目  

的  
③屋内の移動  

日  

常  

生  
⑤移乗動作  

（立ち座り、ベッドから椅子まで）  

活  

動  

作  

能  

力  

⑨調理  

（皿フォークセットや後片付けなど含む）  

⑩家庭内の家事  

（部屋の掃除、ゴミ出しなど含む）  

⑪屋外での移動  

⑫コミュニケーション  

（電話、外出時等、家族・介護者を除く）  

3概要については（参考）参照のこと  
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4，調査結果のとりまとめ例  

（1）個別事例のとりまとめ   

調査対象となった各利用者の事例について、以下の例のようにとりまとめを行い、ニーズの変  
化に応じて適切に福祉用具が変更されているかどうか、福祉用具が変更される場合の要因等の実  

態について明らかにする。  

性別二女性 年齢：78 要介護度：要介護1  

；1＝自分で助け無しでやっている  

：2＝用具を使って自分でやっている  

；3＝人の補助を利用して自分でやっている  
：4＝自分ではできない  

調査開始前  調査開始時  1ケ月後   2ケ月後   3ケ月後   

食べる   
排三世   

屋内の移動   3   2   2   3   2  

日  3   2   2   3   2  

常  
生  3   3  

活  
動  4   2   2   2   2  

作■  3   2   2   2   2  

家庭内の家事   4   2   2   2   2  

屋外での移動   3   2   2   2   2  

コミュニケーンヨン   ′ 1   

幸いす  ◎   
特殊寝台  

◎  
1 ◎   

福  
◎  

祉  犬態像の変イ  

用  ′ ◎   こ福祉用具の  
具  

の  
利  

用  
簡易浴槽  

リフト吊具  

1ケ月間に受けたサービス  

満足度（QUEST）  4．5   

特記事項  
福祉用具の見直しに併せて住宅改修を行い、家屋内  
の段差解消が行われた。  



（2）事例を集約したとりまとめ  

庄）必要なニーズの変化があった場合、福祉用具の変更が適切になされているか   

調査期間中に利用者のニーズ（生活機能・自立度）に変化があり、福祉用具を変更することが  

適切と思われる状態になった利用者の割合と、適与引こ福祉用具の変更が行われていた割合を比較  

する。仮に両者の蔀離が少なくなっているならば、福祉用具貸雪一のサービスが効果的に機能して  

いるものと推測出来る。  

35．0ウも  

30．0％  

25＿0％  

20＿0％  

15．0％  

10＿0％  

5＿0ウも  

0．0ウら  

35．0％  

30．0％  

25＿0％  

20＿0％  

15．0％  

10．0％  

5＿0％  

0＿0％  

1ケ月後 2ケ月後 3ケ月後 5ケ月後 7ケ月後   

⊂＝］用具変更が必要な割合◆用具変更された割合  

②福祉用具変更の理由及び頻度   

調査期間中の福祉用異変更の頻度及び変更理由について確認を行う。どのような理由であれ、  

変更の頻度が一定程度高いのであれば、「柔軟に福祉用具を変更出来る」福祉用具貸与サービスの  

長所が効果的に機能しているものと推測出来る。  

変更なし．   

30．0サム  

70％が用具変更  2回，20・0％  

1回．25．0％  
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③福祉用具変更前後の生活機能・自立度の変化   

調査期間中の福祉用具変更前後における利用者の生活機能・自立度の変化について確認を行う。  

福祉用具の変更は、利用者のニーズ変更に基づいて実施されている場合には、変更の前後では生  

活機能・自立度が向上するケースが多いと想定される。  

以上   



「福祉用具による生活動作・介護環境の変化観察」調査 調査票（案）  

【基本情報フェイスシート】  

対象者ID  記録者ID  記入日  月  日  

居宅介護支援事業所  福祉用具貸与事業所  

1．要介護者の基本情報【初回調査時に記入】   

（1）性別   男 ・ 女   

（2）年齢   歳   

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2  
（3）要介護度  

要介護3 要介護4 要介護5  （認定時期H   年  月）   

（4）身イ本陣害者手帳の有無  有り（ 種  級）・ なし   

認知症が  ある ・ ない  

（5）認知障害  知的障害が  ある ・ ない  

精神障害が   ある ・ ない   

2．要介護者の生活環境、生活行動について  

初回調査   2回目   3回目   4回目   5回目   

（1）世帯類型   （手 独居   十   ①   ①   十  

② 夫婦のみ世帯   ②   ②   ②   ②  

③ 子と同居   ③   ③   ③   ③  

④ 3世代同居   ④   ④   ④   ④  

⑤ その他   ⑤   ⑤   ⑤   ⑤   

（2）日常的な主  

たる介護者  

（ヘルパーを除く）   
④その他の親族（ ）  

⑤親族以外（ ）  

⑥介護者はいない  

（3）主たる介護  

者の負担感  

（主観的評価）   

（4）外出頻度   （手毎日  

②2、3日に一回程度   前斐ニヒ怯むて  前壁土厳して  前型ニヒ軌′て  前型ニヒ乳て  

③ 週1回程度   ① 増加   ① 増加   ① 増加   （丑 増加  

④ 2週に1回程度   ② 変化なし  ② 変化なし  ② 変化なし  ② 変化なし  

⑤月に1回程度  ③ 減少   ③ 減少   ③ 減少   ③ 減少   

⑥月に1回未満  

（5）住宅改修   内容   前回以降  前回以降  前回以降  前回以降   

箇所数と内容   ケ所   ①有 ②無  （丑有 ②無  （手有 ②無  （弧有 ②無   

（6）食事支度の  ①配偶者②子  
③子の配偶者  
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2．要介護者の生活環境、生活行動について  

初回調査   2回目   3回目   4回目   5回目   

主な担当者   ④その他の親族（ ）  

⑤親族以外（ ）  

⑥担当者はいない  

（7）介護支援専  
②2、3日に一回程度  

門員との接触  

頻度と方法   

⑤月に1回程度  
同左   同左   同左   同左   

＜主な方法＞  
①来訪②電話  

③その他（ ）  

（8）その他  

特記事項  

3．介護保険サービスの導入頻度 （最近1カ月間の「1週間あたり平均」を記入）   

サービス種類   初回調査   2回目   3回目   4回目   5回目   

牡軋て  首位上煉軋ノて  前壁土睦軋て  前壁土臥て  

回／週  
訪問介護  

① 増加   （D 増加   ① 増加   （D 増加  

時間／1回  ② 変化なし  ② 変化なし  ② 変化なし  ② 変化なし  

（∋ 減少   ③ 減少   ③ 減少   ③ 減少   

回／週、  
① 増加   （彰 増加   （D 増加   ① 増加  

訪問看護  ② 変化なし  ② 変化なし  ② 変化なし  ② 変化なし  
時間／1回                              ③ 減少   

（卦 減少   ③ 減少   ③ 減少   

訪問リハビリテー  回／週  
① 増加   （D 増加   ① 増加   ① 増加  

② 変化なし  ② 変化なし  ② 変化なし  ② 変化なし  
ション  （ 回／月）  

③ 減少   ③ 減少   ③ 減少   ③ 減少   

適所介護■通所リ  回／週  
① 増加   ① 増加   ① 増加   ① 増加  

② 変化なし  ② 変化なし  ② 変化なし  （塾 変化なし  
ハビリテーション  （ 回／月）  

③ 減少   ③ 減少   ③ 減少   ③ 減少   

短期入所生活介   ① 増加   （D 増加   ① 増加   ① 増加   

護・短期入所療養  日／最近1カ月で                 （診 変化なし  ② 変化なし  ② 変化なし  ② 変化なし   

介護  ③ 減少   ③ 減少   ③ 減少   ③ 減少   

4．前回調査日から今回調査日までの福祉用具専門相談員の活動内容   

1回目調査以降  

2回目調査の間  

2回目調査以降  

3回目調査の間  

3回目調査以降  

4回目調査の間  

4回目調査以降  

5回目調査の間  
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「福祉用具による生活動作・介護環境の変化観察」調査票（案）［初回用］  

対象者ID  記録者ID  記入日  月   日  

分でlで  

評価項目   自分で助け 無しでやって いる  用具を使っ てほぼ自分 でやっている  人の補助を 利用してほ ぼ自分でや  っている   
っていない）   

①食べる  

②排泄  

③屋内の移動  

④トイレまでの移動  

目   
的  

（立ち座り、ベッドから椅子まで）  
日  

常   
生  

活   

動  （洗面、歯ブラシなど）  

作  

能  

力  

⑨調理  
（皿フォークセットや後片付けなど  

含む）  

⑱家庭内の家事  
（部屋の掃除、ゴミ出しなど含む）  

⑪屋外での移動  

⑫社会的コミュニケーション  

（電話、外出時等、家族・介護者  
を除く）  
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使用している福祉用具  

使用している福祉用具欄に○を付け、使用の有無のあてはまる番号に○をつけてください。  

また、利用経過時間を月単位で記入してください。  

例：1か月半利用している場合→1．5か月  

使用している福祉用具   使用の有無   
利用経過期間  

（月単位：小数可）   

1．幸いす   ①使用している  ②使用していない   か月   

2．車いす付属品   ①使用している  ②使用していない   か月   

3．特殊寝台   ①使用している  ②使用していない   か月   

4．特殊寝台付属品   ①使用している  ②使用していない   か月   

5．床ずれ防止用具   ①使用している  ②使用していない   か月   

6．体位変換器   ①使用している  ②使用していない   か月   

7．手すり   ①使用している  ②使用していない   か月   

8．スロープ   ①使用している  ②使用していない   か月   

9．歩行器   ①使用している  ②使用していない   か月   

10．歩行補助つえ   ①使用している  ②使用していない   か月   

11．認知症老人排掴感知機器  ①使用している  ②使用していない   か月   

12．移動用リフト   ①使用している  ②使用していない   か月   

13．腰掛便座   ①使用している  ②使用していない   か月   

14．特殊尿器   ①使用している  ②使用していない   か月   

15．入浴補助用具   ①使用している  ②使用していない   か月   

16．簡易浴槽   ①使用している  ②使用していない   か月   

17．リフトつり具   ①使用している  ②使用していない   か月   

18．その他福祉用具  

（具体名  ①使用している  ②使用していない   か月  

）  



「福祉用具による生活動作・介護環境の変化観察」調査票（案）［2回目以降】  

前回調査以降の変化について（特記事項）  月  日現在  

例：区分変更、サービスメニューの増加、サービスの回数変更 等  

※前回調査とレベルが同じである場合には、動   

作能力の変化をより詳細に評価し、あてはまるも   

のに○をつけてください。  

評価項目   自分で助 け無しでや っている  用具を使っ てほぼ自 分でやって  
いる   っている   っていない）   化の有無※  

（丑食べる  改善・維持■悪化  

②排泄  改善・維持・悪化  

③屋内の移動  改善・維持・悪化  

④トイレまでの移動  改善■維持・悪化  

目  

的  （立ち座り、ベッドから椅子まで）  
改善・維持・悪化  

日  

常  

生  

活   

動  （洗面、歯ブラシなど）  改善・維持・悪化  

作  

能  

力  （洗髪や体拭きなど含む）  

⑨調理  
（皿フォークセットや後片付けなど  改善・維持・悪化  

含む）  

⑩家庭内の家事  
（部屋の掃除、ゴミ出しなど含む）  改善・維持・悪化  

⑪屋外での移動  改善・維持・悪化  

㈲社会的コミュニケーション  

（電話、外出時等、家族・介護者を  改善t維持・悪化   

除く）  
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新たに追加した・返却した福祉用具  

新規導入、返却の場合には○をつけてください。  

機種変更または追加した場合については、変更・追加の理由について、記入してください。  

使用している福 

1．車いす  

2．幸いす付属品  

3．特殊寝台  

4．特殊寝台付属品  

5．床ずれ防止用具  

6．体位変換器  

7．手すり  

8．スロープ  

9．歩行器  

10．歩行補助つえ  

11．認知症老人排掴感知  

機器  

12．移動用リフト  

13．腰掛便座  

14．特殊尿器  

15．入浴補助用具  

16．簡易浴槽  

17．リフトつり具  

18．その他福祉用具  
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（：参考）簡易型自在度評価表について   

現存しかつ臨床において使川されているAl）Llndexの多くは、身体機能の稼動程度とEj常生活  

動作との連関性を一一一定の基準を設けて評価するものが主であった。しかしながら、身体機能の回  

復や機能程度の改善が望めない 者の生活行為に関する評価が、たとえば従前の障害類型である  

Ⅰ（〕IDHモデルでは、測定域が動作の領域に偏り生活行為の側面が制限さるなどの問題が、スケー  

ル公開当初より指摘されていたい  

ICIDI12として開発されたtCFモデルは前モデルを揚棄し「障害＝生活上の困難性」の因子を  

心身疾患に求めず環境因子内に収致させ、とくに予日吉行為の問題点を従属的変数に位置させ、そ  

の原因を環境因子に説明させる方法をとっている。  

欧州北欧諸国内ではICF公開の以前より、とくに退院間際と退院後のリハビリテーションの臨床  

において、 患者の／－巨括行為や郎勺行為の達成に焦点化した自立生活評価指標の開発研究が持続的  

に行われてきた。その評価スキームは、生活場面に他者が介入する前段階として機器や用具など  

のあらゆる手段を導入して本人の動作・行為の完結性を追及するというものである。このIndex  

原型は、その【一環としてSwedenSto（：kholm市にある赤十字病院を中核とした医療機関ネットワ  

ークで広く使用されてきたもので、これを山田が日本での適用を念頭に一部分改良したものであ  

る。  
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